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１ 計画の背景及び目的 

 令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間として策定した「元気とめ食育 21 計画（第４

期）」では、国、県の「健康日本 21」及び「食育推進基本計画」を受け、また「第二次登米市総合計

画」に掲げる「安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に『いきる』まちづくり」を基本方向として、市民

一人一人が活き生きと満足した人生を送ることができるよう、健康増進及び食育推進を包括した総

合的な計画を策定し、各種施策を推進してきました。 

 本市においては、人口減少や少子高齢化の進行など市民を取り巻く環境は変化し、生活習慣病

に起因する疾患も増加し、特に心疾患や脳血管疾患などの標準化死亡比が高く、生活習慣病の予

防が重要となっています。市民一人一人が日頃から健康に関心を持ち、健康で長生きできるよう、

市民や地域、行政等の協働による健康なまちづくりへの取組が、これまで以上に求められていま

す。 

 国は令和６年度から「健康日本 21（第三次）」のもと、すべての国民が、健やかで心豊かに生活で

きる持続可能な社会の実現に向け、「誰一人取り残さない健康づくりの展開」と「より実効性を持つ取

組の推進」を通じて、国民の健康増進の総合的な推進を図っています。また令和３年度からの「第４

次食育推進基本計画」のもと、「生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進」「持続可能な食を支

える食育の推進」を重点に掲げ総合的に食育を推進しています。 

 宮城県においても、国の方針を踏まえ、「県民一人ひとりが生きがいを持ち、充実した人生を健や

かに安心して暮らせる健康みやぎの実現」を目指し、「第３次みやぎ 21健康プラン」と、「次世代へ伝

えつなげる食育の推進～健やかに宮城で生きる～」を目指し「第４期宮城県食育推進プラン」を策

定しています。 

 本市では、国および県の動向を踏まえ、「第三次登米市総合計画（令和 8年度から 10年間）」に掲

げる「自然と共生し安全・安心で穏やかに心安らぐまちづくり」を基本方向として、市民一人一人がい

きいきと満足した人生を送ることができるよう、健康増進及び食育推進を包括した「元気とめ食育 21

計画（第５期）」を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、健康増進法に基づいた国の「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）第三次」及

び県の「第３次みやぎ 21 健康プラン」、さらに食育基本法に基づいた国の「第４次食育推進基本計画」及び

「第４期宮城県食育推進プラン」を受けた市町村計画であるとともに、本市の第三次総合計画に基づいた部

門別計画に位置づけられるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登米市国民健康保険保健事業実施計画 

(データヘルス計画) 

・登米市国民健康保険特定健康診査等 

実施計画 
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期
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・登米市自死対策計画 

・登米市新型インフルエンザ等

対策行動計画 

登米市地域福祉計画 

 

第三次登米市総合計画 

【まちづくりの基本理念】協働による登米市の持続的な発展 

【将来像】あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ 

【基本政策】 

 

 

「自然と共生し安全・安心で穏やかに心やすらぐまちづくり」 

つながるまち やすらぐまち にぎわうまち 

 

・健康日本２１（第三次） 

・食育推進基本計画（第４次） 

国 

 

・第３次みやぎ２１健康プラン 

・第４期宮城県食育推進プラン 

県 
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３ 第５期計画の策定にあたって 

「元気とめ食育 21 計画(第５期)」（以下「第５期計画」という。）の策定にあたっては、上位計画である第

三次総合計画の内容を基本とし、第４期計画に掲げる基本構想（基本方向、基本方針）を見直しながら、

国、県の動向を踏まえ、必要に応じた新たな指標や目標数値の設定及び推進方策等の見直しを行い策

定したものです。 

計画の特徴としては、次の項目が挙げられます。 

 

（１）「健康増進計画」と「食育推進計画」をひとつにした計画 

両計画の目指すべき方向性は同じであり、健康づくりと食育を総合的かつ一体的に推進するため、第４

期計画に引き続き、１つの計画としました。 

  

（２）市民の声を反映した計画 

計画の策定にあたり、市民の「こんな登米市だったらいいな」の意見を収集し、市民との協働による健康

づくり・食育の推進にあたり、その思いを勘案した計画としました。 

 

（３）誰ひとり取り残さない、より実行性のある健康づくりを展開する計画 

      第４期計画までのライフステージ（すこやか成長期０歳～18 歳、はつらつ躍動期 19 歳～64 歳、いきい

き満足期 65 歳以上）の特徴に沿った取組を推進していくことはもとより、性差や年齢などによる特徴的な

課題を踏まえたライフコースアプローチ※の観点を加味し、健康課題の解決に向けて健康づくりが展開で

きる計画としました。 

 

 

（４）「元気とめ！健康づくり宣言」の実現に向けた計画 

令和２年２月に策定した「元気とめ！健康づくり宣言」では、身近な人達とともに、地域・団体・企業・行

政が協働して、健康なまちづくりを目指しており、この実現に向けた計画としました。 

 

（５）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の考え方を取り入れた計画 

   ＳＤＧｓは「だれ一人として取り残さない」社会を目指しており、本計画においても、ＳＤＧｓの取組を推進

するものです。 

「元気とめ食育２１計画（第５期）」に関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

すべての人に健康と 

福祉を 

すべての人が健康的な生活

を確保できるよう、市民の健

康の維持向上に取り組みま

す。 

 

住み続けられる 

まちづくりを 
地域の支え合いによる健康づ

くりの推進を通じ、安心して暮

らし続けることができるまちづ

くりを目指します。 

 

つくる責任 

つかう責任 
地産地消を推進し、食品ロス

を削減する等、持続可能な暮

らしの実現を目指します。 

 

陸の豊かさも守ろう 

 
豊かな自然と農業資源を守

り、地域の豊かな食文化を次

世代へ継承することを目指し

ます。 

 

パートナーシップで 

目標を達成しよう 
行政、保健・医療・福祉の各

機関、関係団体等の協働に

より、市民の主体的な健康づ

くりを支援します。 

 

 

※ライフコースアプローチ：胎児期から高齢期まで各段階をつなげて経時的にとらえ、

性差や年齢などによる特徴的な課題を踏まえ、健康や生活

を考える方法 

-4-



４ 計画の期間及び進行管理 

（１）計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和 12年度までの 5年間とします。なお、国の動向や社会情勢の変

化等により、必要な場合には見直しを行います。 

 

（２）計画の進行管理 

  この計画を着実に推進するため、「登米市健康増進・食育推進会議」等において、事業の進捗状況や目

標達成状況等を審議し、計画の進行管理を行うこととします。 
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 健康な生活ができる  

◆ 健康で住みやすい 

◆ 皆が元気に暮らせる 

◆ 健康寿命をのばしたい 

◆ 子育てや健康的な生活習慣について 

みんなで声を掛け合い、支え合える 

◆ 地区ごとに集まり、「健康づくり活動」 

を推進する 

 

 

 安全・安心に暮らせる  

◆ 子どもが安全安心に楽しく過ごせる 

◆ 子どもがのびのびと生活できる 

◆ 老後安心して生活できる 

◆ 自発的に挨拶できる 

◆ みんなが笑顔で安心して暮らせる 

◆ 思いやりがある 

◆ 障がいや認知症があっても安心して 

暮らせる 

◆ 安心して医療が受けられる 

 

 

 みんなが住みたくなる  

◆ 子どもの活気ある声が溢れる 

◆ 屋内外の遊び場やスポーツができる場所が 

多い 

◆ 子どもから高齢者までみんなが参加できて、 

楽しめる行事がある 

◆ 介護・福祉・子育て等のサービスが受けられる 

◆ 買い物、交通等の生活環境が整っている 

 

 

 

 

 

 

 豊かな食を伝える  

◆ 登米市の食の伝統の継承 

◆ 地元野菜の収穫や調理の体験ができ、 

美味しく食べる 

◆ 地域の食材を使った料理を推進する 

◆ 適塩を含めたバランスの良い食に 

ついて学ぶ 

 

 

 

 人と人がつながりながら暮らす  

◆ 年代に関わらず交流し、お互いに助け合える 

◆ 地域の人とたくさんあいさつができる 

◆ みんなで集まれる楽しい場所がある 

◆ 困った時にみんなで助け合える 

◆ 気軽に相談できる人がいる 

◆ 隣近所仲良く過ごせる 

 

 

 

 自分も相手も大切にする  

◆ 困ったときに、いつでも話ができる 

◆ 近所の人と気軽に話ができる 

◆ お互いが何でも話せる、相談できる 

◆ みんなが一人ひとりの個性を尊重し合える 

 

 

元気とめ食育 21計画の主役は市民のみなさんです。 

令和 6 年 7 月から 11 月に地域の健康教室や乳幼児健

診等に参加された 1,353 名の方に「こんな登米市だとい

いな」という大切な声をいただきました。 

自分らしく安心して健やかに暮らす 

こんな登米市だといいな 
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１ 主な統計  

（１）人口について 

①人口の推移 

本市の人口は、令和２年国勢調査において 76,037人で、平成 27年の国勢調査人口と比較すると

5,922人の減となっており、人口減少が続いている状況にあります。 

                                                   資料：総務省「国勢調査報告」（各年 10月 1 日現在） 

 

②年齢別３階層人口構成推移 

年齢別３階層人口構成では、年少人口、生産年齢人口の割合が年々減少しており、特に生産年齢

人口の割合は、平成 27年には 57.1％でしたが令和 2年には 53.4％となり、大きく減少しています。こ

れに対して高齢人口は、平成 27年の 31.0％から令和 2年の 35.6％と増加し、本市の少子高齢化は進

行しています。 

                         単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査報告」（各年 10月 1 日現在） 

（単位：人） 

（単位：％） 
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（２） 高齢者世帯について 

令和６年における全世帯数は 27,119世帯で、令和５年より 61世帯の減となっています。 

また、高齢者のみの世帯数は 6,901世帯で、令和５年に比べ 332世帯増えており、高齢者世帯の約

半数が独居となっています。 

 

①  高齢者のみ世帯割合の動向                                  (単位：世帯) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

資料：宮城県高齢者人口調査 

     （各年３月末の統計） 

 

 

 

 

 

 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

27,032 27,018 27,144 27,207 27,254 27,299 27,249 27,271 27,200 27,180 27,119

4,243 4,613 4,834 5,039 5,068 5,511 5,755 6,050 6,288 6,569 6,901

15.7% 17.1% 17.8% 18.5% 18.6% 20.2% 21.2% 22.2% 23.1% 24.2% 25.4%

独居 2,184 2,433 2,472 2,544 2,584 2,736 2,827 2,976 3,074 3,228 3,428

（構成比） 51.5% 52.7% 51.1% 50.5% 51.0% 49.6% 49.1% 49.2% 48.9% 49.1% 49.7%

二人世帯 1,910 1,995 2,155 2,242 2,247 2,458 2,596 2,697 2,809 2,910 3,053

（構成比） 45.0% 43.2% 44.6% 44.5% 44.3% 44.6% 45.1% 44.6% 44.7% 44.3% 44.2%

三人以上世帯 149 185 207 253 237 317 332 377 405 431 420

（構成比） 3.5% 4.0% 4.3% 5.0% 4.7% 5.8% 5.8% 6.2% 6.4% 6.6% 6.1%

全世帯数

高齢者のみの世帯

(対全世帯比率）

内

訳

（単位：世帯数） 
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（３） 平均寿命と健康寿命について 

本市の平均寿命は、平成 22年で県より男性 1.93年、女性 1.45年低く、令和４年では、男性が 0.63年、

女性は 0.09年低く、県との差は縮小傾向にあります 

健康寿命は、県との差は平成 22年には男性が1.86年、女性は1.24年低く、令和４年は、男性 0.96年、

女性 0.58年といずれも低くなっており、県との格差は縮小傾向にあります。 

 

① 平均寿命 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：平成 22 年～26 年：宮城県、平成 27 年～令和４年：データからみたみやぎの健康 

   

②健康寿命 

 

資料：平成 22 年～26 年：宮城県、平成 27 年～令和４年：データからみた宮城の健康    

（年） 
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（４） 出生について 

① 出生率（人口千対） 

全国的には緩やかに減少しており、本市においても同様の傾向がみられ、令和５年はこれまでで最も

低い 4.3 となっています。 

 

資料：衛生統計年報 

② 合計特殊出生率 ※１ 

平成 24年までは全国・県を上回っていましたが、その後全国水準より下回り、令和５年には、1.15に

なっています。 

資料：人口動態統計 

※１合計特殊出生率・・・女性の年齢別出生率の合計で、一人の女性がその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子供の数。 
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（５）死亡について 

① 死亡率（人口千対） 

本市の死亡率は、県、全国と比べ高い値で推移しており、令和５年には、国より 5.3ポイント、県より

4.4ポイント高い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

②  主要死因別死亡数（人）・率（人口１０万対）の状況 

本市の死因別死亡率では、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患・老衰が特に高い値を示しており、

死亡数の 6割以上を占めています。                             【令和５年】  

死亡数(人) 死亡率 死亡数(人) 死亡率 死亡数(人) 死亡率

悪 性 新 生 物 297 400.1 7,219 322.4 382504 315.6

心疾患(高血圧性を除く) 205 276.2 4,354 194.5 231148 190.7

脳 血 管 疾 患 114 153.6 2234 104.2 104533 86.3

老 衰 218 293.7 3,798 169.6 189919 156.7

肺 炎 46 62.0 990 44.2 75753 62.5

不 慮 の 事 故 33 44.5 736 32.9 44440 36.7

腎 不 全 25 33.7 535 23.9 30208 24.9

自 殺 15 20.2 395 17.6 21037 17.4

糖 尿 病 5 6.7 251 11.2 15448 12.7

慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 8 10.8 225 10.0 16941 14

大 動 脈 瘤 及 び 解 離 13 17.5 410 18.3 20033 16.5

肝 疾 患 16 21.6 301 13.4 18638 15.4

高 血 圧 性 疾 患 9 12.1 233 10.4 11396 9.4

喘 息 0 0.0 15 0.7 1089 0.9

結 核 1 1.3 20 0.9 1587 1.3

死　　因
登米市 県 全国

 

資料：人口動態統計 
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③ ３大死因標準化死亡比 

高齢者の割合が高い地域では、死亡率が高くなるため、年齢を調整した年齢調整死亡率や標準化

死亡比（ＳＭＲ※２）で地域を見ていく必要があります。 

平成 30年から令和４年のＳＭＲを見ると、全死因は男性 106.1、女性 105.4で、男女とも県平均より高

く、平成 29年までに一時改善傾向だったものの、令和 4年までに再度上昇しています。特に、心疾患、

脳血管疾患は、男女ともに県よりも高い値となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         資料：人口動態統計 
※２標準化死亡比（SMR）：死亡率は通常年齢により違いがあることから、異なった年齢構成を持つ地域別の死亡率を標準的
な年齢構成に合わせて比較するため、国の平均を 100 として指標化したもの。 

 

④ 悪性新生物による死亡 

令和４年の悪性新生物死亡数を部位別にみると、男性では「気管・気管支・肺」が 44人と最も多く、以

下「膵臓」、「胃」の順となっています。女性では「大腸」が 18人と最も多く、以下「膵臓」、「胃」の順となっ

ています。                                       【令和４年度】  

 

 

 

 

 

 

 

                            資料：人口動態統計 

⑤ 自殺者の割合 

市全体の自殺者数の中で、30～50歳代の男性が 47％、70歳代以上男女が 24％を占め、働き盛り

の男性と高齢者の割合が高くなっています。              【令和元年～令和５年】 

 

 

 

 

 

 

資料：自殺総合対策センター「地域自殺実態プロファイル（2024更新版）」 

男 女 男 女 男 女 男 女

平成20～24 115.3 116.1 98.3 99.7 106.5 108.3 165.2 156.9

平成25～29 103.6 103.3 100.2 92.8 96.7 99.7 139.8 110.6

平成30～令和4 106.1 105.4 96.6 100.0 135.3 113.6 139.7 136.4

平成20～24 107.0 111.9 97.5 95.2 98.7 96.9 119.7 120.6

平成25～29 96.4 99.0 97.7 97.8 100.2 97.3 114.3 115.3

平成30～令和4 97.9 101.0 100.1 101.6 102.3 102.2 121.6 126.6

宮

城

県

心疾患 脳血管疾患

登

米

市

暦年

全死因 悪性新生物総数
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（６） 検診（健康診査）について 

本市の特定健康診査受診率は、令和５年度において、61.2％と県平均を上回り国の目標である 60％

を上回っていますが、特定保健指導を受ける割合（特定保健指導終了率）は年々上昇しているものの

16.9％と低く、県平均を下回っています。 

 

① 特定健康診査受診率(40～74歳) 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健診・特定保健指導法定報告保険者別結果 

② 特定保健指導終了者の割合（実施率）                          

 

 

   

 

  

 

 

 

資料：特定健診・特定保健指導法定報告保険者別結果  

③ メタボリックシンドローム該当者及び予備群該当者の割合 

    メタボリックシンドローム該当者及び予備群該当者の割合は、ほぼ横ばいで推移しています。しか

し、県や国の割合を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市－令和元～５年度特定健診・特定保健指導法定報告保険者別結果一覧 

※県・国－国保中央会 HP 市町村国保特定健診・特定保健指導実施状況概況報告書 

                                       都道府県別 内臓脂肪症候群該当者・予備群者割合 
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④ 特定健康診査受診者の有所見状況 

   特定健康診査の結果を見ると、血圧の有所見者（保健指導判定値＋受診勧奨値）の割合は

55.1％、過去１～２か月間の血糖の状態をあらわす HbA1cの有所見者の割合は 79.5％と高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和５年度特定健診・特定保健指導法定報告結果一覧 

⑤ たばこを習慣的に吸っている人の割合 
     喫煙率は、20～39歳男性では年々減少しています。その他、性別、年代別ではほぼ横ばいで推

移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ お酒を飲む人の割合 
     毎日お酒を飲む人の割合は、男女とも全ての年代で減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：登米市特定健康診査結果 健康管理システムより抽出 

 

資料：登米市特定健康診査結果 健康管理システムより抽出 
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⑦がん検診受診率 

各種がん検診の受診率は、コロナ禍に 3.2～11.3ポイントの受診率の低下がみられました。令和６年度

から、検診料金を徴収することによりさらなる受診率の低下が懸念されましたが、2.2～3.5ポイントの減少に

留まっています。今後も、がんの早期発見のため、検診の重要性を普及していく必要があります。 

 

                                 

⑧骨粗しょう症検診 

 骨粗しょう症検診は、令和４年度以降徐々に検診の受診率低下がみられています。骨粗しょう症は、進

行すると転倒により骨折しやすくなるなど、ＡＤＬ（日常生活動作）に直接影響を及ぼし、要介護状態を招く

可能性があります。５年に一度の検診の機会を活用し、自分の身体の状態を知るためにも受診率向上に

向けた働きかけの必要があります。

 

資料：登米市各種がん検診受診結果 

 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

胃がん検診 32.3% 28.0% 29.4% 29.1% 28.4% 24.9%

結核肺がん検診 74.9% 63.6% 68.0% 68.1% 67.1% 64.3%

大腸がん検診 42.2% 39.0% 38.9% 39.1% 39.1% 37.0%

子宮頸がん検診 34.2% 30.3% 32.9% 33.5% 33.8% 31.1%

乳がん検診 39.0% 35.2% 38.4% 25.4% 27.1% 24.9%

検診名

資料：登米市各種がん検診受診結果 
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（７） 母子保健について  

① 乳幼児健康診査受診率                                

本市における乳幼児健診の受診率については、 県よりも高い値で推移しております。 

 

○ 乳児健診受診率               単位：％ 

年度
令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和5年

度

令和6年

度

登米市 98.1 99.3 99.4 99.7 100.0

宮城県 95.2 98.4 99.0 98.1     

 

○ １歳６か月児健診受診率          単位：％ 

年度
令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和5年

度

令和6年

度

登米市 101.1 99.0 100.0 97.3 100.0

宮城県 98.2 97.5 98.4 97.8  

  

○ ３歳児健診受診率              単位：％ 

      

年度
令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和5年

度

令和6年

度

登米市 100.7 98.3 100.5 98.0 99.0

宮城県 97.4 97.1 98.6 97.5
       

      

＊登米市の乳幼児健診の受診率は 

令和６年度より対象者の捉え方の変更有り 

令和６年度の宮城県の受診率は確定していない 

                                           資料：母子保健事業報告 ＊宮城県（仙台市除く） 

② 妊娠期のたばこ 

 妊娠中の喫煙率は令和４年度に減少しましたが、令和５年度より増加しています。妊娠中の喫煙

は、母子の健康に危険を及ぼす可能性が高いことから、受動喫煙防止を含めた取組の推進が必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：登米市特定健康診査結果 健康管理システムより抽出 
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（８） 食育について 

朝食を毎日食べる子どもの割合は、3歳児、小学 6年生、中学 3年生ともに、ここ 10年間は横ばいの

状態で推移しており、毎食野菜をとる人の割合は、令和 2年度から令和 6年度にかけ大きく増加してい

ます。 

① 朝食を毎日食べる子どもの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：3 歳児：令和 4、5、6 年度登米市 3 歳児健康診査結果 

資料：小学 6 年生・中学 3 年生：令和 4、5、6 年度全国学力学習状況調査 

② 毎食野菜をとる人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小学 5 年生・中学 2 年生：平成 22,26,令和 2 年度、6 年度登米の食に関するアンケート調査 

 

③ 郷土料理や伝承料理を家庭で作っている割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：小学 5 年生・中学 2 年生：平成 22,26,令和 2 年度、6 年度登米の食に関するアンケート調査 

 

96.9 95.0 93.1 97.0 94.8 93.3 94.5 92.0 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

３歳児 小学６年生 中学３年生

（％） 朝食を毎日食べる子どもの割合

令和4年度 令和5年度 令和6年度

38.5 37.0 
41.9 

53.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

平成2 2年度 平成2 6年度 令和2年度 令和6年度

毎食野菜をとる児童・生徒の割合

62.8 
69.0 

64.3 

83.9 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成2 2年度 平成2 6年度 令和2年度 令和6年度

（％） 郷土料理や伝承料理を家庭で作っている割合

（％） 
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（９） 肥満について 

 ① ３歳児の肥満の割合 （肥満度 20％以上の幼児の割合） 

３歳児の肥満の割合は、令和６年度に男子 2.0％、女子 2.8％と令和元年度以降若干の増減は見

られるものの、大きな変動はない状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：登米市３歳児健康診査結果 

＊肥満度=［実測体重（Ｋｇ）－身長別標準体重（ｋｇ）］/身長別標準体重（kg）×100（％） 

② 小・中学生の肥満の割合（肥満度 20％以上の児童・生徒の割合） 

小学生の肥満の割合は、男子が女子より高い割合で推移しており、横ばいの状況です。中学生で

は、令和６年度は男子 17.3％、女子は 13.5％と令和４年度からわずかに減少傾向にあります。 

○小学生肥満の割合    

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：登米市小・中学校定期健康診断統計表（登米市学校保健会養護教諭部会） 

○中学生肥満の割合   

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：登米市小・中学校定期健康診断統計表（登米市学校保健会養護教諭部会） 

 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3歳児男子 2.3 2.9 3.3 1.8 1.9 2.0

3歳児女子 1.9 4.4 2.2 3.9 3.6 2.8

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

（％） 3歳児の肥満の割合

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

小学生男子 22.8 25.5 22.5 26.4 23.4 23.5

小学生女子 16.8 14.1 16.0 17.2 18.6 13.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

（％） 小学生（5年生）肥満の割合

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

中学生男子 12.8 16.3 17.4 20.5 18.3 17.3

中学生女子 11.3 17.3 14.5 19.2 14.7 13.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

（％） 中学生（2年生）肥満の割合
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③ 小・中学生肥満の全国比較（肥満度 20％以上の児童・生徒の割合） 

     全国や県の平均と比較すると、男女とも全学年で高い割合になっています。男子では、小学 1

年生から徐々に肥満の割合は増加し、小学 5年生でピークに達し、女子では小学６年生にピーク

を迎え、徐々に下がっています。 

○男子の傾向                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和６年度登米市小・中学校定期健康診断統計表（登米市学校保健会養護教諭部会） 

○女子の傾向   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和６年度登米市小・中学校定期健康診断統計表（登米市学校保健会養護教諭部会） 

 

 

 

小学1年 小学2年 小学3年 小学4年 小学5年 小学6年 中学1年 中学2年 中学3年

登米市 11.1 8.8 12.3 16.3 13.4 18.5 14.5 13.5 12.7

宮城県 4.9 7.3 15.4 10.3 15.6 15.5 12.2 10.7 7.0

全国 5.5 7.2 9.1 9.6 9.7 10.5 9.5 9.1 8.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

（％） 令和6年度肥満傾向全国比較（女子）

小学1年 小学2年 小学3年 小学4年 小学5年 小学6年 中学1年 中学2年 中学3年

登米市 7.0 10.0 17.0 20.0 23.5 22.9 18.9 17.3 17.5

宮城県 7.0 9.6 11.6 19.7 19.1 19.7 14.2 15.8 14.5

全国 5.7 8.0 11.1 13.2 15.1 14.0 13.3 12.3 11.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

（％） 令和6年度肥満傾向全国比較（男子）
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④ 大人の肥満の割合               

大人の肥満者（BMI25以上）の割合は、男女とも横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：登米市特定健康診査 健康管理システムより抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：登米市特定健康診査 健康管理システムより抽出 

 

 

（＊1）ＢＭＩ＝Body Mass Index 

「体重（キログラム）÷身長（メートル）÷身長（メートル）」で算出される体格指数で 

肥満度を図るための国際的な指標。医学的に最も病気が少ない数値として２２を「標準」とし、 

１８.５未満が「やせ」１８.５以上２５未満が「普通」２５以上を「肥満」としています。 

 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

20～39歳男性 42.9 42.1 44.1 41.6 41.5 41.5

20～39歳女性 24.2 25.1 24.4 27.3 28.3 26.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

（％） 大人の肥満の割合

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

40～64歳男性 40.6 43.2 41.0 41.6 41.1 42.1

40～64歳女性 29.4 31.8 31.6 30.5 30.2 32.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

（％） 大人の肥満の割合
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（10）歯科保健について 

① 幼児むし歯状況について 

登米市の３歳児健康診査におけるむし歯有病者率は、年々減少しています。 

また、1人平均むし歯数も減少しており、県や国の平均に近づいています。 

 

３歳児健康診査の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         資料：平成 30～令和４年度 宮城県の歯科保健/歯科保健データ集－宮城県公式ウェブサイト 

                                  厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         資料：令和元年～令和５年度 宮城県の歯科保健/歯科保健データ集－宮城県公式ウェブサイト 

厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」より 
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③  妊婦の歯科健診について 

   妊娠時期は女性ホルモンの影響やつわり等で、口腔環境が正常に保たれにくいことから妊婦の歯

科健診を実施しています。令和６年度の受診率は令和元年度と比較し 7.8 ポイント上昇していますが、

受診状況は 40％前後で推移しています。 

また、受診者のうち半数はむし歯を保有している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康管理システムより抽出 
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④  歯周疾患検診（歯周病検診） 

令和６年度の40歳の受診率は、令和元年と比較し4.4ポイント上昇していますが、その他の年代で

は概ね横ばいです。また、40歳の歯周疾患検診の結果では、医療機関での精密検査や治療を必要

とする人の割合は年度により変動がありますが、「異常認めず」は 10％程度で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：登米市成果報告書 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料： 地域保健・健康増進事業報告 

         事業概要書 
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（11） 国民健康保険の医療費について 

医療の高度化や被保険者の高齢化等の影響もあり、国民健康保険被保険者 1 人当たりの医療費は、

増加する傾向が続いています。登米市においても国、県と同様の傾向が見られます。 

大分類別医療費をみると、入院では、循環器、新生物、精神、また、外来では、内分泌、新生物、循

環器の順に高い割合となっています。 

 

 

 

 

 

資料：市・県：国民健康保険・後期高齢者医療の概要 宮城県国保医療課 

国 ：国民健康保険・後期高齢者医療 医療費の推移 公益社団法人 国民健康保険中央会 

                       

令和６年度国民健康保険医療費 

 

資料：国保データ管理システム（KDB システム）医療費分析（２）大、中、細小分類（令和６年度累計） 
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（12）介護保険の要介護認定者数について 

圏域別に要介護認定者数の割合をみますと、登米圏域は石巻圏域、栗原圏域に続いて、3番目に

多い割合となっています。また、要介護２以上の割合は登米圏域が他の圏域よりも最も多くなっていま

す。 

 

資料：データからみたみやぎの健康令和６年度版 

 

資料：データからみたみやぎの健康令和６年度版 
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２ 第４期計画の評価概要  

 「元気とめ食育 21 計画（第４期）」では、市民一人ひとりの健康づくりの取り組みを３つのライ

フステージと食育に分け４１の指標を定め、それぞれについて数値目標を設定しています。こ

れらの数値目標達成に向け、各種の取り組みを行ったところであり、その達成状況等について、

ライフステージごとと食育の状況を評価しました。 

 

【すこやか成長期】（0歳～18歳） 

〇よく食べ、よく遊び、よく眠ろう 

子どもの肥満の割合は、３歳児の男子、小学５年女子で減少していますが継続した対応が

必要です。 

小学生、中学生の児童生徒の体力・運動能力は中学２年生の女子で目標値を達成し、小

学生、中学生ともに国と比較すると高い値となっています。 

小学生、中学生の野菜を毎食とる人の割合が 11.1 ポイント増え、目標値を達成するなど、

改善が見られています。しかし、朝食を毎日食べる子どもの割合や 21 時までに寝る３歳児の

割合が目標値を達成しておらず、今後も乳幼児期から早寝早起きなどの望ましい生活習慣の

確立に向け乳幼児健診等で働きかけをするとともに、幼稚園・保育所や学校と連携して取り組

む必要があります。 

むし歯のない子の割合は、目標値を達成しており、県及び全国平均に近づいています。今

後もむし歯予防の大切さについて啓発していく必要があります。 

〇自分も相手も大切にする心を持とう 

 保護者が「相談できる人がいる」と答えた割合は、１歳６か月児健診、３歳児健診ともに目標

値に達していませんが、100％に近い割合で推移しています。今後も引き続き相談窓口や支

援サービスの周知を行い、育児不安の軽減、親の孤立予防に努めていく必要があります。さら

に、いのちの教室については市内中学校全校で開催し、自己肯定感の向上につながってい

ることから今後も継続して取り組んでいきます。 

〇地域の中で育ちあおう 

保健活動推進員による子育て応援訪問の実施率については、増加しています。地域行事

も徐々に再開し、地域の行事に参加している小中学生の割合は増加しており、中学生は目標

を達成しました。今後も成長を促すことができるよう地域での見守りや声がけができる体制づく

りをしていく必要があります。 

 

【はつらつ躍動期】 （19～64歳） 

〇自分の体を知り心地よく暮らそう 

肥満者の割合は、20～39 歳の男性では減少が見られましたが、その他の年代では増加し

ています。運動している人の割合は、ベース値と比べて全ての年代で増加しており、40～64
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歳男性では目標達成していました。 

 しかし、朝食を欠食する人の割合は増加しており、主食、主菜、副菜をそろえて食べる人の

割合は減少していることから、今後、さらに生活習慣の改善に向けて、年代に応じた運動の啓

発や食事のバランス等望ましい生活習慣について啓発していく必要があります。 

 喫煙率は、男性は減少傾向にありますが、県内では高値となっています。女性は 20～39 歳

で減少傾向でした。妊娠期の喫煙は、母体のみならず胎児への影響が大きいことから妊娠期

の喫煙率０％を目指し、継続した啓発が必要です。 

 お酒を毎日飲む人の割合については、全ての年代で減少傾向でした。引き続き、健康を維

持するために休肝日の必要性を啓発していく必要があります。 

〇心身のバランスを保ち心豊かに暮らそう 

 睡眠で休養が取れている人の割合は、女性では各年代で増加しています。男性では減少傾

向にあります。相談できる人がいる割合は、すべての年代で改善しています。ストレスと上手に

付き合う方法や相談窓口の啓発について、企業や関連団体等との連携が求められています。 

〇ともに支えあい安心して暮らせる地域の輪を広げよう 

 組織活動に自主的に参加している人は、男女とも全年代で減少しており、特に 20～39歳の

減少が大きいことから、若い世代が地域の中で人と交流をもてるよう働きかけが必要です。 

 

【いきいき満足期】 （65歳以上） 

〇心身ともにすこやかに暮らそう 

歯周病検診を受ける人の割合は、令和元年のベース値と比べ増加しました。引き続き、検

診の大切さの啓発と受診勧奨をしていくとともに介護予防事業や健康教室において、フレイル

予防を推進していくことが望まれます。 

  ウォーキングなどの運動を週１回以上している人の割合が増加傾向であり、転倒した人の割

合は男性が改善、女性が低下している状況です。適度な運動の習慣化は、筋力を保ち、転倒

やロコモティブシンドローム（運動器症候群）を予防するため、介護予防事業等においてさらな

る取組が必要です。 

特定健診を受ける人の割合は横ばいであり、今後も引き続き、健診の大切さの啓発と受診

勧奨が必要です。 

〇生きがいを持ち心豊かに暮らそう 

 介護予防事業は、コロナ禍に減少した参加者数が徐々に回復傾向にあります。今後も介護

予防事業を継続するとともに、参加した人から健康情報を地域へ普及・伝達できるような工夫

が望まれます。 

〇地域の中でみんなと共に暮らそう 

外出頻度は増加傾向にあり、週に 1 回以上外出をしている人の割合が増加しています。町

内会の催しや行事に参加する人の割合は男性が増え女性が減少しています。今後も人と交

流することの大切さを啓発すると共に、孤立しないよう地域の中で社会参加できる環境づくりを
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行っていきます。 

 

【食育】 

〇健全な食生活を育もう 

 ＊ライフステージごとの評価を参照 

〇登米に培われてきた食文化を次世代へつなごう 

 地域での取組として、食生活改善推進員による登米の恵まれた食材を使ったレシピの作成

や普及、さらに、訪問や集会による塩分測定や食育の啓発等、草の根的な活動を継続してい

ます。郷土料理・伝承料理を家庭で作っている人の割合が大きく増加し、また「いただきます」

の意味を知っている人の割合も増加し、尿ナトカリ比※３を含めた親子への働きかけの成果と考

えられます。今後も地域における取組を推進していくことが重要です。 

 
※３尿ナトカリ比：尿中に排泄されたナトリウム（塩分）とカリウムの量の比率で、食事からの塩分とカリウムのバランスを

客観的に評価する指標です。この比率が高いほど、塩分が多く、カリウムが少ない食事である可能性を示し、高血

圧や循環器疾患のリスクを高めると考えられています。  

 

〇登米の豊かな食材を知ろう 

 小学校では、生活科や総合学習で稲作や野菜栽培の学習が行われ、中学校では、技術・

家庭科（技術分野）の生物育成の学習で栽培活動が行われました。 

 学校給食における地場産品の利用は、気候変動等の理由により減少していますが、将来を

担う子どもたちに安全で安心な食材を提供し、農業や地域食材への理解を深めるため、今後

も関連団体等と連携し取り組んでいくことが必要です。 
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元気とめ食育21計画（第４期）の目標に対する評価　【すこやか成長期 ０～18歳】

目標値 現況値 評価

令和
７年度

令和
6年度

目標達成◎
改善　　　〇
低下　　　△

100% 96.2% 改善〇

100% 94.5% 低下△

100% 92.0% 低下△

47.0% 53.0% 達成◎

87.0% 87.5% 達成◎

52.0% 58.8% 達成◎

56.0% 65.0% 達成◎

男子 　99.8% 103% 100.7% 改善〇

女子　 102.7% 103% 102.0% 低下△

男子 　101.7% 103% 102.1% 改善〇

女子 　100.2% 103% 105.3% 達成◎

男子 　2.3% 1.2% 2.0% 改善〇

女子 　1.9% 1.0% 2.8% 低下△

男子　22.8% 18.0% 23.5% 低下△

女子　16.8% 13.3% 13.4% 改善〇

男子　12.8% 10.6% 17.3% 低下△

女子  11.3% 8.5% 13.5% 低下△

③
は
や
ね
・

は
や
お
き
を

し
よ
う 50.0% 37.4% 改善〇

10校／10校 10校／10校 達成◎

81.0% 81.5% 達成◎

77.0% 83.0% 達成◎

⑤
自
分
の
気

持
ち
を
表
現

し
あ
お
う

100%
97.0 %
98.3%

低下△
改善〇

78.0% 72.3% 改善〇

86.0%　68.0%
85.1
76.2

改善〇
達成◎

3歳児
100%

98.8% 低下△
⓬家族であいさつをする
人の割合が増える

99.4%

地
域
の
中
で
育
ち
合
お
う

⑥
人
と
人
と
が
つ
な
が
ろ
う

❿保健活動推進員の子
育て応援訪問の割合が
増える

71.8%

⓫地域の行事に参加し
ていると答える人の割
合が増える

小学生　80.6%
中学生　62.8%

3歳児

小学
5年生

中学
2年生

自
分
も
相
手
も
大
切
に
す
る
心

を
持
と
う

④
自
分
の
心
と
体
に

つ
い
て
知
ろ
う

❼すべての中学校で
「いのちの教室」が開
催される

５校／10校

❽自分にはよいところ
があると答える子ども

の割合が増える

❾相談できる人がいる
割合が増える

小学生　　79.1%

中学生    75.3%

❻21時までに寝る3歳児
の割合が増える

37.3%

1歳6か月児健診
98.1%

3歳児健診
96.6%

よ
く
食
べ
、

よ
く
遊
び
、

よ
く
眠
ろ
う

②
体
を
動
か
そ
う

 中学
2年生

❸むし歯のない子ども
の割合が増える

3歳児　 　 84.3%

小学生     45.7%

中学生     50.0%

❺子どもの肥満の割合
が減る  （肥満度20％以
上）

＜大目標＞　望ましい生活習慣を身につけ、健全な心と体を育もう

中目標 小目標 指標

第4期ベース値

令和元年度

①
３
度
の
食
事
を
と
ろ
う

❶朝食を毎日食べる子
どもの割合が増える

　 3歳児
94.2%

小学6年生
96.6%

中学3年生
95.9%

❷野菜を毎食とる人の割
合が増える

小・中学生 41.9%
(R2年度)

❹小・中学校児童生徒
の体力・運動能力の全
国平均との比較

小学
5年生

体を 早寝
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元気とめ食育21計画（第４期）の目標に対する評価　【はつらつ躍動期 19～64歳】

目標値 現況値 評価

令和
７年度

令和
６年度

目標達成◎
改善　　　〇
低下　　　△

20～39歳 27.7% 23.0% 30.6% 低下△
40～64歳 15.2% 10.0% 18.4% 低下△
20～39歳 17.9% 12.0% 22.1% 低下△
40～64歳 8.1% 3.0% 12.4% 低下△

20～39歳 78.0% 83.0% 73.4% 低下△

40～69歳 87.7% 93.0% 82.3% 低下△

20～39歳 79.3% 84.0% 69.6% 低下△

40～69歳 92.0% 97.0% 89.2% 低下△

97.0% 97.2% 達成◎

20～39歳 31.9% 36.9% 35.2% 改善〇

40～64歳 27.5% 28.5% 35.6% 達成◎

20～39歳 14.2% 19.2% 16.3% 改善〇

40～64歳 21.4% 28.5% 25.1% 改善〇

20～39歳 42.9% 38.0% 41.5% 改善〇

40～64歳 40.6% 35.0% 42.1% 低下△

20～39歳 24.2% 19.0% 26.1% 低下△

40～64歳 29.4% 24.0% 32.3% 低下△

16.0% 15.5% 改善〇

20～39歳 38.1% 33.0% 23.9% 達成◎

40～64歳 41.7% 38.0% 40.8% 改善〇

妊娠期　3.3% 0% 5.0% 低下△

20～39歳 13.7% 9.0% 11.0% 改善〇

40～64歳 9.3% 4.0% 12.8% 低下△

20～39歳 23.4% 18.0% 10.0% 達成◎

40～64歳 45.3% 40.0% 29.4% 達成◎

20～39歳 8.4% 3.0% 5.9% 改善〇

40～64歳 12.9% 8.0% 10.0% 改善〇

47.0% 37.0% 低下△

17.0%
17.7%

（暫定値）
達成◎

20～39歳 92.2% 96.0% 改善〇

40～69歳 87.1% 91.2% 改善〇

20～39歳 96.8% 98.2% 改善〇

40～69歳 94.4% 94.6% 改善〇

20～39歳 76.4% 79.0% 75.2% 低下△

40～64歳 74.5% 77.0% 71.5% 低下△

20～39歳 65.7% 68.0% 71.3% 達成◎

40～64歳 66.9% 69.0% 67.2% 改善〇

20～39歳 39.1% 44.0% 26.6% 低下△

40～69歳 69.8% 75.0% 64.2% 低下△

20～39歳 38.9% 44.0% 23.8% 低下△

40～69歳 64.6% 70.0% 55.6% 低下△

女
性

❽お酒を毎日飲む
人の割合が減る

＜大目標＞　望ましい生活習慣を実践し、心と体の健康を保とう

中目標 小目標 指標

第4期ベース値

令和元年度

❸家族一緒の食事
頻度が増える （毎
日1回以上、2～3日に1回
以上）

94.2%(Ｒ2年度)

②
運
動
を
習
慣
化
し
よ
う

❹１日30分以上軽
く汗をかく運動を
週2日以上、１年
以上実施している
人の割合が増える

男
性

女
性

❺肥満者の割合が
減る（ＢＭＩ 25以
上）

男
性

①
偏
り
な
く
楽
し
く
３
度
の
食
事
を
と

ろ
う ❶朝食を抜くこと

が週3回以上ある
人の割合が減る

男
性

女
性

❷主食・主菜・副
菜をそろえて食べ
る人の割合が増え
る

自
分
の
体
を
知
り
心
地
よ
く
暮
ら
そ
う

男
性

女
性

女
性

女
性

③
病
気
を
予
防
し
よ
う

❻歯周病検診を受け
る人の割合が増える

40歳　11.1％

❼たばこを習慣的
に吸っている人の
割合が減る

男
性

男
性

女
性

❾大腸がん検診を
受診する人の割合
が増える

42.2%

40～74歳　7.4%
（H30）

❿特定保健指導の終
了者の割合が増える

全ての
年代で
100%

と
も
に
支
え
あ
い
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
の
輪
を
広
げ
よ
う

⑥
人
と
人
と
が
つ

な
が
ろ
う

⓭組織の活動に自
主的に参加してい
る人の割合が増え
る

男
性

女
性

⓬睡眠で休養が十
分とれている人の
割合が増える

男
性

女
性

心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
保

ち
心
豊
か
に
暮
ら
そ
う

④
自
分
の
気

持
ち
を
語
り
あ

お
う

⓫相談できる人が
いる割合が増える

男
性

⑤
ス
ト
レ
ス

と
上
手
に
つ

き
あ
お
う

体を 早寝

体を 早寝
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元気とめ食育21計画（第４期）の目標に対する評価　【いきいき満足期 65歳以上】

目標値 現況値 評価

令和
７年度

令和
６年度

目標達成◎
改善　　　〇
低下　　　△

男
性

7.9 %
(R2年度）

11.0%
5.9%

（R7）
低下 △

女
性

8.9 %
（R2年度）

11.0%
9.5%

（R7）
改善〇

22.0% 17.3% 改善〇

男
性

41.3%
(R2年度）

46.0%
41.5%
（R7）

改善〇

女
性

35.5%
（R2年度）

41.0%
39.5%
（R7）

改善〇

男
性

26.5%
（R2年度）

20.0%
23.2%
（R7）

改善〇

女
性

25.4%
(R2年度）

20.0%
２９．０%
（R7）

低下 △

男
性

72.8%
(R2年度）

78.0%
71.4%
（R7）

低下△

女
性

71.1%
（R2年度）

76.0%
72.2%
（R7）

改善〇

男
性

87.3% 91.0% 改善〇

女
性

94.3% 96.1% 改善〇

男
性

85.1%
（R2年度）

90.0%
87.5%
（R7）

改善〇

女
性

81.1%
（R2年度）

86.0%
84.9%
（R7）

改善〇

男
性

66.5%
（R2年度）

72.0%
68.2％
（R7）

改善〇

女
性

63.5%
（R2年度）

68.0%
58.1％
（R７）

  低下 △

低下△

100.0%

❾週に１回以上外出をしてい
る人の割合が増える

地
域
の
中
で
み
ん
な
と
共

に
暮
ら
そ
う

❽リーダー養成講座（介護予
防事業）の受講者数が増える

506人　参加実人数　747人
参加

実人数
840人

生
き
が
い
を
持
ち
心
豊
か
に
暮

ら
そ
う

65.8%
（暫定値）

④
悩
み
を
抱
え
こ

ま
な
い
よ
う
に
し

よ
う

⑥
人
と
人
と
が
つ
な
が
ろ
う

❹転倒した人の割合が減る

❺特定健診を受ける人の割合
が増える（65～74歳）

❻自分の健康状態をよいと答
える人の割合が増える

❼相談できる人がいる割合が
増える（70歳以上）

⑤
自
分
の
役
割

を
持
と
う

73.0%

❿町内会の催しや行事に参加
する人の割合が増える

低下△

＜大目標＞　　生活を楽しみ自分らしく暮らそう

指標中目標 小目標

第4期ベース値

令和元年度

心
身
と
も
に
す
こ
や
か
に
暮
ら
そ
う

①
食
事
は
バ
ラ
ン
ス
よ

く
食
べ
よ
う

②
体
を
動
か
し
筋
力
を
保
と
う

③
病
気
と
上
手
に
つ
き
あ
お

う

68.2%
（H30年度）

70歳　16.8%

❶食品摂取多様性得点8点以
上の人の割合が増える

❷歯周病検診を受ける人の割
合が増える

❸ウォーキングなどの運動を
週1回以上している人の割合
が増える
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　　　　　　元気とめ食育21計画(第4期)の目標に対する評価　【食育】
目標値 現況値 評価

令和
７年度

令和
６年度

目標達成◎
改善　　　〇
低下　　　△

94.2% 100% 96.2% 改善〇

96.6% 100% 94.5% 低下△

95.9% 100% 92.0% 低下△

20～39歳 27.7% 23.0% 30.6% 低下△

40～64歳 15.2% 10.0% 18.4% 低下△

20～39歳 17.9% 12.0% 22.1% 低下△

40～64歳 8.1% 3.0% 12.4% 低下△

❸野菜を毎食とる人の割合
が増える

47.0% 53.0% 達成◎

20～39歳 78.0% 83.0% 73.4% 低下△

40～69歳 87.7% 93.0% 82.3% 低下△

20～39歳 79.3% 84.0% 69.6% 低下△

40～69歳 92.0% 97.0% 89.2% 低下△

男子 2.3% 1.2% 2.0% 改善〇

女子 1.9% 1.0% 2.8% 低下△

男子 22.8% 18.0% 23.5% 低下△

女子 16.8% 13.3% 13.4% 改善〇

男子 12.8% 10.6% 17.3% 低下△

女子 11.3% 8.5% 13.5% 低下△

20～39歳 42.9% 38.0% 41.5% 改善〇

40～64歳 40.6% 35.0% 42.1% 低下△

20～39歳 24.2% 19.0% 26.1% 低下△

40～64歳 29.4% 24.0% 32.3% 低下△

指標

達成◎97.0%

69.0%

楽
し
く
食
べ
る

環
境
を
つ
く
ろ

う

97.2%

➑郷土料理・伝承料理を家
庭で作っている人が増える

達成◎

低下△21,959回

86.8%

3歳児

小学6年生

大目標

健
全
な
食
生
活
を
育
も
う

登
米
に
培
わ
れ
て
き
た
食
文
化

を
次
世
代
へ
つ
な
ご
う

❶朝食を毎日食べる子ども
の割合が増える

❷朝食を抜くことが週3回
以上ある人の割合が減る

規
則
正
し
い
食
生
活
を
身
に
つ
け
よ
う

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
を
し
よ
う

❹主食・主菜・副菜をそろ
えて食べる人の割合が増え
る

❼家族一緒の食事頻度が増
える
  （毎日1回以上、
    2～3日に1回以上）

➏肥満者の割合が減る（Ｂ
ＭＩ25以上）

登
米
の
食
文
化
を
伝
え

よ
う

食
に
関
す
る

感
謝
の
心
を

育
も
う

中目標

❾地域での食育の取組が増
える
　（食生活改善推進員の
   集会・訪問活動回数）

64.3%

男
性

女
性

➓「いただきます」の概念
を知っている人の割合が増
える

小
学
５
年
生

❺子どもの肥満の割合が減
る （肥満度20％以上）

男
性

中
学
2
年
生

改善〇100%

第4期ベース値

女
性

小・中学生 41.9%
(R2年度)

96.8%

83.9%

94.2%(Ｒ2年度)

21,122回

男
性

女
性

3
歳
児

23,000回

令和元年度

中学3年生

体を早寝
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目標値 現況値 評価

令和
７年度

令和
６年度

目標達成◎
改善　　　〇
低下　　　△

指標大目標 中目標

第4期ベース値

令和元年度

100.0% 100% 達成◎

70.0% 70.0% 達成◎

食
と
農
の
体
験
を
し
よ
う

小学校　95.5%
登
米
の
豊
か
な
食
材
を
知
ろ
う ⓭登米市地産地消推進店が

増える

地
域
食
材
に
関
心

を
も
と
う

低下△

25.0%

150店舗

⓫農業体験を実施している
小中学校の割合が増える

125店舗

18.0%
⓬学校給食で地場産品の利
用が増える
（金額ベース）

16.6%

116店舗

低下△

中学校　50.0%
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３ 登米市の健康課題 

本市の健康寿命は令和４年において、男性が 78.90年、女性が 83.53 年となっており、県平均と

比較すると男性で 0.96 年、女性で 0.58 年低くなっています。ただし、県との格差は縮小傾向にあ

ります。 

第４期計画の健康課題であった脳血管疾患および心疾患の標準化死亡比（SMR）は、依然とし

て県平均を上回る水準で推移しています。 

令和５年度の特定健康診査における有所見者の割合は、血糖（HbA1c）に関して約 80％、血圧に

関しても 50％を超えており、メタボリックシンドロームの該当者や予備群の割合が、全国および県平

均に比べて高い状況です。 

また、従来からの健康課題である小・中学生の肥満の割合についても、全国および県平均よりも

高い水準で推移しています。 

生活習慣の状況では、習慣的に喫煙している人の割合は横ばいで推移しており、毎日飲酒する

人の割合は減少傾向にあるものの、喫煙および飲酒が習慣化している人の割合は全国および県と

比べて多い状況です。運動習慣についても、第４期計画の評価では改善傾向が見られるものの、

全国および県平均と比較すると、依然として運動習慣のない人の割合が高い状況です。 

こうした中、毎食野菜を摂取している児童・生徒の割合や、毎日朝食を食べている子どもの割合

には改善傾向が見られます。また、尿ナトカリ比を活用した健康教育などの取組が血圧の安定の

一端を担っているとみられ、重点施策として進めた項目については一定の効果が認められていま

す。 

今後も引き続き、健康寿命の延伸に向け「元気とめ！健康づくり宣言」の７つの行動目標である

「適度な運動」、「適塩や栄養バランス」、「受動喫煙防止と禁煙」、「歯と口の健康」、「節酒」、「健診

後の生活習慣改善」、「こころの健康」を推進していく必要があります。そのため、これまでのライフス

テージの特徴に沿った取り組みを推進していくことはもとより、性差や年齢などによる特徴的な課題

を踏まえたライフコースアプローチの観点を加味し、生活習慣の改善と定着、生活習慣病の予防と

重症化予防、栄養・食育推進についてさらに対策を強化していく必要があります。 
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登米市の健康課題について 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

メタボ該当者・予備群が多い
（県内） 男性 12位   女性 12位 

＊35市町村中    ※3 

肥満が多い 
肥満傾向児の割合（小学５年生） 

 男子 23.5%   女子 13.4%    ※1 

脳血管疾患による死亡率が高い
（県内） 男性 14位   女性 ５ 位 

心疾患による死亡率が高い 

（県内） 男性 ３ 位  女性 17位 
      ＊35市町村中    ※3 

男性 5.12 女性 4.82 
(R６特定健診結果) 

（ナトリウム）と野菜（カリウム）摂取のバランスを表す指

標。4.0未満が良好。 

運動習慣がない人が多い 
定期的な運動習慣のない人の割合 

（県内） 男性 18位      女性 12位 
＊35市町村中  ※3 

男性の喫煙率が高い 
毎日たばこを習慣的に吸っている人の割合 
（県内）男性７位     【女性 30位】 

 
 

男性の飲酒割合が高い 
お酒を毎日飲む人の割合 

（県内）男性４位     【女性 21位】 

＊35市町村中  ※3 

 

健康上の特徴 生活習慣の特徴 
 

野菜摂取頻度の増加
野菜を毎食とる人の割合  （小・中学生） 41.9％（R2） 

53.0％            ※6 

すこやか成長期（0～18歳） 

はつらつ躍動期（19～64歳） 

いきいき満足期（65歳以上） 

登米市の健康寿命(R４)  

男性 78.90 歳 （県内 20位）  女性 83.53 歳 （県内 19位）  ※3 

人口 1万 2千人未満の市町村を除く、26市町村中の順位 

データ出典元 

※1 R6 定期健康診断統計表          ※5 R2 都道府県年齢調整死亡率の概要 

※2 R6 学校保健統計               ※6 R6 登米の食に関する実態アンケート調査 

※3 R6 データからみたみやぎの健康（R４）  ※7 R4 県民健康・栄養調査 

※4 R4 特定健診・保健指導に関するデータ ※8 R3 第９回 NDB オープンデータ 
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第３章 

基本方向・基本目標・基本方針 
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３ 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

 

４ 具体的な取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

 

５ 計画の体系図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 
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１ 基本方向  

「やすらぐまち」 

自然と共生し安全・安心で穏やかに心やすらぐまちづくり 

登米市総合計画の基本政策を基本方向とし、市民一人一人がライフステージに応じて健やかで心豊かに

生活するために、地域に根差した健康づくりに取り組みます。 

 

２ 基本目標  

「健康寿命」の延伸                   

高齢化や人口減少が進むことを踏まえ、市民がいきいきと自分らしく生活できるように、生活習慣病の予

防や生活機能の低下を予防し、さらなる健康寿命の延伸に努めます。 

   ＊健康寿命の目標値（第三次登米市総合計画 健康づくりの推進の代表的な指標の目標値）      

 現状値 

令和 4年 

第三次総合計画中間目標値 

令和 12年度 

男性 78.90年 81.54年 

女性 83.53年 85.11年 

３ 基本方針  

基本方向を基に、基本目標を達成するための方針を３つ掲げます。 

    

１「協働」による健康なまちづくり・食育の推進       

市民・地域・団体・企業・行政それぞれの役割やつながりを活かし、健康なまちづくりや食育を推進しま

す。 

   

２ 自然に健康になれる環境づくり               

健康寿命の延伸のため、市民が積極的に健康づくりに取り組むだけでなく、健康に関心の低い人 

々への幅広いアプローチが必要になります。そのため、自然に健康づくりに取り組めるような生活・社

会環境の整備に努めます。 

 

３ 次世代へつなげる「豊かな食」                   

豊かな自然の中で培われた登米の豊富な食材の理解と登米ならではの食文化を次世代へ伝えていく 

ことを推進します。 

 

４ 具体的な取組  

「基本方針」に沿って、「生活習慣の改善と定着」、「生活習慣病の発症予防と重症化予防」、「栄養・食育

推進」について、８つの取組分野を設定しました。分野ごとに「目標」を定め、その目標達成度合いを検証す

るための「評価指標」を設定し、生涯を通じた健康づくり・食育の推進を目指します。 

なお、評価指標や目標値については、必要に応じて見直します。 
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【基本方向】 〔登米市総合計画基本政策〕
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５ 計画の体系図
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１ 生活習慣の改善と定着 

  （１）身体活動・運動 

適度な身体活動や運動は、糖尿病や循環器疾患などの生活習慣病の予防だけでなく、フレイ

ルや寝たきり予防にもつながります。また、認知症予防、メンタルヘルス対策にも効果があるといわ

れており、生涯を通じて健康でいきいきと過ごすために、生活の中に運動や身体活動量を増やせ

るような取組を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

項目・指標 現状値 
目標値 

（令和 12年度） 

運
動
習
慣 

❶休日に１日 60分以上運動や 

体を動かす遊びをする子ども

の割合 

※R8年度から調査予定（５歳児健診） 50.0%以上 

❷１日 30分以上軽く汗をかく運

動を週２日以上、１年以上実

施している人の割合 

R6 

男性 
20～39歳  

40～64歳 

35.2% 

35.6% 

38.4% 

42.7% 

女性 
20～39歳 

40～64歳 

16.3% 

25.1% 

19.5% 

32.2% 

❸ウォーキングなどの運動を週

１回以上している人の割合 
R6 

男性 75歳以上 52.2% 54.8% 

女性 75歳以上 48.5% 50.9% 

❹転倒した人の割合 R6 

男性 75歳以上 16.9% 15.0% 

女性 75歳以上 18.2% 16.0% 

❺骨粗しょう症検診受診率 R6 

30，35，40，45，50，

55，60，65，70歳の 

女性 

23.4% 30.0% 

〔資料〕 

❶5歳児健診問診票（健康カルテより抽出予定） 

❷令和６年度登米市特定健康診査結果（健康管理システムより抽出） 

❸❹令和６年度後期高齢者医療保険加入者の方の質問票（健康管理システムより抽出） 

❺登米市検診事業受診率の推移（登米市独自） 

 

 

 

重点目標 

・運動の効果を知り、積極的に体を動かす習慣を身につける 

・自分の体の状態を知り、自分に合った運動習慣を身につける 

数値目標 
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・ウォーキングなど運動を週１回以上している人の割合が男女とも増加傾向であり、転倒した人の割

合は男性が改善、女性が低下している状況です。適度な運動の習慣化は、筋肉を保ち、転倒やロコ

モティブシンドローム（運動器症候群）を予防するため、介護予防事業等においてさらなる啓発が必

要です。 

・各年代で、体を動かす機会は以前に比べて増えていますが、全国や県と比べて平均歩数や運動

習慣がある人の割合が低い状況です。また、地域特性として自動車の利用率が高く移動手段として

乗り物を使うことが多い状況です。 

・子どもの肥満が多いことから、幼いころからの望ましい生活習慣の獲得に向け、親世代である働き

盛りを含めた年代への普及、啓発を行うとともに、生活の中で自然に活動量を増やせるような環境整

備も検討が必要です。 

 

 

〇本人・家族・地域ができること 

世
代
共
通 

・日常生活の中で活動量を増やす工夫をしよう 

・適正体重を維持するために、日常生活の中で、できるだけ「歩くこと」を心がけ、運動 

習慣を身につけよう 

・自分に合った方法で安全に運動しよう 

す
こ
や
か
成
長
期 

・乳幼児期から、外遊びや運動を通じて体を動かすことの楽しさを知り、積極的に体を 

動かそう 

・定期的な運動の機会を持とう 

は
つ
ら
つ
躍
動
期 

・運動の大切さを知り、積極的に体を動かすよう努めよう 

・自分に合った運動を見つけよう 

・定期的に運動をする機会を持とう 

・子どもと一緒にからだを使って遊ぼう 

・地域や仲間で楽しく運動する機会をつくり、誘い合って参加しよう 

・骨粗しょう症検診を受けよう 

い
き
い
き
満
足
期 

・自分の体の状態を知り、自分の健康状態にあった身体活動・運動を見つけ、身体機 

能を維持・向上させよう 

・地域の活動に積極的にでかけ、仲間と一緒に体を動かそう 

・転倒に注意しよう 

・フレイル予防・介護予防について知り生活に活かそう 

・骨粗しょう症検診を受けよう 

ラ
イ
フ
コ
ー
ス 

ア
プ
ロ
ー
チ 

・体調に応じて身体活動・運動に取り組もう 

・骨粗しょう症予防や肥満予防、若者・女性のダイエットによるやせを予防するために、 

幼少期から運動とバランスのとれた食事摂取を心がけよう 

現状と課題 

目標達成に向けた取組 
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〇行政の取組 

・乳幼児健診等で、子どもの成長発達と身体活動・運動の必要性に関する普及啓発を行います。 

・幼稚園やこども園等や学校、家庭と連携し、健康に関する知識や身体活動・運動の必要性に関

する普及啓発を行います。 

・生活習慣病予防に向け、座りっぱなしの時間、特にメディアの利用時間を減らすなど、適切な利

用ができるよう啓発します。 

・自分の健康状態にあった身体活動・運動を見つけ、社会参加につながるようにフレイル予防・介

護予防を推進します。 

・日常的な運動が後にフレイル予防につながるという意識をもてるよう啓発を行います。 

・「栄養・食生活」「歯・口腔の健康」をはじめとする他分野と連携した取り組みを推進します。 

・ウォーキングイベントの開催など、子どもから大人まで楽しく体を動かす機会や場を提供します。 

・庁内関係部署、関係機関と連携・協働し、ウォーキングマップ等を活用した自然に歩きたくなる環

境づくりに努めます。 

・骨粗しょう症予防、肥満予防、若者・女性のダイエットによるやせを予防するために、女性ホルモ

ンの影響も含めて高齢者のみならず幼年期からの食事や運動の必要性を啓発します。 

・骨粗しょう症検診会場で、骨を丈夫にするための食事や運動に関する指導や相談を行います。 
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１ 生活習慣の改善と定着 

  （２）アルコール 

   アルコールは様々な健康障害との関連が指摘されており、アルコール性肝障害、膵炎等の

臓器障害、高血圧、脳血管疾患、がん等に加えて、不安やうつ、自死等のリスクとも関連してい

ます。生活習慣病の発症予防等の観点から、「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人」

の減少に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目・指標 現状値 
目標値 

（令和 12年度） 

❶お酒を毎日飲んでいる人の割合 

R６ 

男

性 

20～39歳 

40～64歳 

65歳～ 

20歳以上 

10.0% 

29.4% 

37.3% 

33.2% 

9.0% 

26.5% 

33.6% 

29.8% 

女

性 

20～39歳 

40～64歳 

65歳～ 

20歳以上 

5.9% 

10.0% 

4.7% 

6.1% 

5.3% 

9.0% 

4.5% 

6.0% 

❷生活習慣病のリスクを高める量※

を飲酒している人の割合 

 

 

※飲酒日の１日当たりの純アルコー

ル摂取量が男性 40ｇ（日本酒２

合弱）以上、女性 20ｇ（日本酒１

合弱）以上 

R６ 

男

性 

20～39歳 

40～64歳 

65歳～ 

20歳以上 

16.3% 

29.9% 

20.4% 

22.4% 

14.7% 

26.9% 

18.1% 

20.2% 

女

性 

20～39歳 

40～64歳 

65歳～ 

20歳以上 

32.6% 

33.9% 

21.6% 

26.9% 

29.3% 

30.5% 

19.4% 

24.2% 

❸妊娠中にお酒を飲んでいる人の

割合 
R６ 妊婦 1.1% 0% 

〔資料〕 

❶❷登米市特定健康診査結果（健康管理システムより抽出） 

❸令和６年度母子手帳発行時アンケート結果（健康管理システムより抽出） 

 

 

重点目標 

・適切な飲酒量とアルコールについての影響を知り、アルコールに関連した 

健康障害を予防する 

・妊娠中に飲酒をしない 

数値目標 
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・お酒を毎日飲んでいる人の割合は、すべての年齢で減少傾向ですが、男性は 65歳以上で飲酒

頻度が高くなります。 

・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合は、男性は 40～64 歳が 3 割近く、女性

では 20～39 歳、40～64 歳で 3 割を超えます。ただし、女性は毎日飲んでいる割合が少なく、1

回の飲酒で、生活習慣病のリスクを高める飲酒量を超えている可能性がありますが、飲酒頻度と

しては高くない可能性があります。性差による適正飲酒量の違いについて、啓発が必要な状況

です。 

 

 

 

〇本人・家族・地域ができること 

世
代
共
通 

・適切な飲酒量を知ろう 

・飲酒が心身の健康に与える影響を知ろう 

・大人が子どもに対して正しい知識を伝え、未成年者が飲酒しない環境づくりを

しよう 

す
こ
や
か
成
長
期 

・20歳未満の者は飲酒しません 

は
つ
ら
つ
躍
動
期 

・適切な飲酒量を守ろう 

・週に 2日休肝日を設けよう 

・アルコールについて悩みがあるときには相談しよう 

・飲酒による周囲や社会への影響を考慮し、責任ある行動をとろう 

い
き
い
き
満
足
期 

・適切な飲酒量を守ろう 

・週に 2日休肝日を設けよう 

・加齢により身体機能が低下するため、飲酒量を減らそう 

・アルコールについて悩んでいるときには相談しよう 

・飲酒による周囲や社会への影響を考慮し、責任ある行動をとろう 

ラ
イ
フ
コ
ー
ス 

ア
プ
ロ
ー
チ 

・妊娠中の飲酒をしません 

・飲酒による、胎児への影響を知ろう 

・授乳中の飲酒をしません 

・飲酒が母乳から乳児に与える影響を知ろう 

 

 

 

現状と課題 

目標達成に向けた取組 
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〇行政の取組 

・ 適切な飲酒量と週２日の休肝日を啓発していきます。 

・ アルコールが身体や心に及ぼす影響について啓発していきます。 

・ アルコールに関する相談窓口について啓発していきます。 

・ アルコール問題を抱える本人、家族への相談支援を行います。 

・ 母子手帳交付や乳幼児健診の際に、妊娠中や授乳中のアルコールの影響について啓発

します。 

・ 学校や事業所などと連携・協働し、健康教育や相談事業に取り組みます。 
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1 生活習慣の改善と定着 

  （３）たばこ 

喫煙は、がん、循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患）、慢性閉塞性肺疾患（COPD）等の呼吸器

疾患、糖尿病等の様々な疾病の要因であり、健康に大きく影響します。 

また、妊娠中の喫煙は、早産や低出生体重児など胎児への影響も大きく、出生後の乳幼児突

然死症候群のリスクを高める要因ともなります。 

今後もたばこによる健康への影響について、普及・啓発を行うとともに、望まない受動喫煙を防

止するような環境整備も行います。 

※たばことは紙巻きたばこ、加熱式たばこ、その他のことをいう（電子たばこは含まない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目・指標 現状値 
目標値 

（令和 12年度） 

❶たばこを習慣的に吸っている人の

割合 
R６ 

男
性 

20～39歳 

40～64歳 

23.9% 

40.8% 

19.1% 

36.7% 

女
性 

20～39歳 

40～64歳 

11.0% 

12.8% 

8.8% 

10.2% 

❷妊婦の喫煙の割合 R６ 2.8% ０% 

❸COPDの死亡率 

（人口 10万対） 
R６ 10.8 10.0  

〔資料〕 

❶令和６年度登米市特定健康診査結果（健康管理システムより抽出） 

❷乳児健康診査結果、母子保健事業報告 

❸令和５年度人口動態統計 

 

 

・登米市の喫煙状況は、男性で改善傾向にあるものの、県平均よりは高い状況で推移しています。ま

た、妊娠中の喫煙率が上昇しており目標値に達していない状況です。妊娠中の喫煙は、妊婦自身

の健康被害はもとより、胎児への影響も大きいため、若い世代への普及啓発を行う必要があります。 

 

 

重点目標 

・たばこについての正しい知識を持ち、疾病を予防する 

・望まない受動喫煙をさける 

・妊娠中に喫煙しない 

・禁煙にチャレンジする 

数値目標 

現状と課題 
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〇本人・家族・地域ができること 

世
代
共
通 

・たばこによる健康への影響を知り、喫煙によるリスクを知ろう 

・20歳未満や妊婦を含む非喫煙者にたばこの煙を吸わせません 

・喫煙の健康への影響を理解し、喫煙者は分煙に配慮し、受動喫煙を防止しよう 

・大人が子どもに対しての正しい知識を伝え、未成年が喫煙しない環境づくりをしよう 

す
こ
や
か
成
長
期 

・たばこによる健康被害について知ろう 

・20歳未満はたばこを吸いません 

・大人になってもたばこを吸わないようにしよう 

は
つ
ら
つ
躍
動
期 

・たばこの健康被害について知ろう 

・たばこをやめたい人は、禁煙にチャレンジしよう 

・人が集まる建物内は禁煙または分煙に努めよう 

い
き
い
き
満
足
期 

・たばこの健康被害について知ろう 

・たばこをやめたい人は、禁煙にチャレンジしよう 

ラ
イ
フ
コ
ー
ス 

ア
プ
ロ
ー
チ 

・たばこが及ぼす妊娠期への胎児の影響を知り、妊娠を望む前から喫煙や受動喫煙を 

防止しよう 

・がんや循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）と喫煙との関係について理解を深め 

よう 

＊健康増進法により学校や病院、行政機関など（第 1種施設）は原則敷地内禁煙 

 多数の者が利用する第 1種施設以外の施設（第 2種施設）は、原則敷屋内禁煙 

 

〇行政の取組 

・母子手帳交付時や乳幼児健診等では、妊娠初期からの禁煙の重要性について説明し、母体と

胎児の健康を守るよう啓発します。また、喫煙している保護者に対しては、受動喫煙のリスクを伝

え、家庭内での禁煙環境について啓発をします。 

・世界禁煙デー・禁煙週間等の機会を通じ、たばこの害等について普及啓発を行います。 

・たばこによる健康への影響を周知し、市民へ情報発信します。 

・望まない受動喫煙が生じないよう、多数の市民が利用する施設において健康増進法に基づく受

動喫煙対策を推進します。 

 ・学校や事業所などと連携・協働し、禁煙の重要性について健康教育や相談事業に取り組みます。 

目標達成に向けた取組 
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１ 生活習慣の改善と定着 

  （４）歯と口の健康 

   歯と口腔の健康は豊かな食生活や会話を楽しむなど、いきいきとした生活を送るために欠かせ

ないものです。毎日の歯磨き習慣に加え、かかりつけ歯科医を持ち、定期的な受診により、むし歯

や全身に影響を及ぼす歯周病を予防し、口腔機能の維持・向上を図ることを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

項目・指標 現状値 
目標値 

（令和 12年度） 

❶むし歯のない子どもの割合 R６ 

3歳児 

小学 6年生 

中学 3年生 

87.5% 

58.8% 

65.0% 

92.5% 

63.8% 

70.0% 

健
診 

❷妊婦歯科健診を受ける割合 R６ 42.9％ 50.0% 

❸歯周病検診を受ける割合 R６ 

40歳 

50歳 

60歳 

70歳 

15.5% 

13.0% 

14.4% 

17.3% 

18.5% 

16.0% 

17.4% 

20.3% 

口
腔
機
能 

❹何でもかんで食べることができる

人の割合 
R６ 40～74歳 71.8% 75.0% 

❺半年前に比べて固いものが食べ

にくい人の割合 
R６ 75歳以上 30.8% 28.3% 

❻定期的に通っている歯科医院（かかり

つけ歯科医院）がある割合 
※R８年度から調査  

〔資料〕 

❶令和６年度登米市３歳児健康診査結果 

❷令和６年度妊婦歯科健診受診率（健康管理システムより抽出） 

❸令和６年度歯周病検診受診率（健康管理システムより抽出） 

❹❺令和６年度特定健康診査結果（健康管理システムより抽出） 

❻歯周病検診結果（健康管理システムより抽出） 

 

 

 

重点目標 

・歯、口腔の健康に関する正しい知識を習得し、口腔機能の維持・向上を目指す 

・かかりつけ医をもち、定期的な歯科健診を受ける 

数値目標 
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・登米市の３歳児健康診査におけるむし歯有病者率は、年々減少しています。一人当たりの平均む

し歯数も減少しており、県や国の平均に近づいています。 

今後も乳幼児健診や歯科相談において、適切な間食のとり方について情報提供し、正しい歯みが

きの仕方について啓発していく必要があります。 

・幼い頃からかかりつけ歯科医を持つ習慣がつくように啓発し、生涯を通じた歯と口腔の健康の確保

に向けて推進していく必要があります。 

・歯周病検診を受ける割合は、増加しています。引き続き、検診の大切さの啓発と受診勧奨をしてい

くとともに介護予防事業や健康教室において、フレイル予防の啓発をしていく必要があります。 

 

 

 

〇本人・家族・地域ができること 

世
代
共
通 

・よく噛んで食べよう 

・食後や就寝前に歯みがきをしよう 

・毎日の歯や歯ぐきの様子を見よう 

・歯や歯ぐきの異常を放置せず、早めに歯科医院を受診しよう 

・気軽に相談できる、かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診を受診しよう 

・口腔と全身疾患の関係について理解しよう 

す
こ
や
か
成
長
期 

・歯みがき習慣を身につけ、乳幼児期から小学校中学年までは仕上げみがきをしよう 

・ていねいに歯をみがき、歯みがき習慣を身につけよう 

・間食のとり方に気を付けよう 

・むし歯を予防しよう 

は
つ
ら
つ
躍
動
期 

・歯周病を予防しよう 

・生涯自分でおいしく食べるため、口腔機能の保持増進に努めよう 

い
き
い
き
満
足
期 

・オーラルフレイル（口腔機能の低下）を予防しよう 

・生涯自分でおいしく食べるため、口腔機能の保持増進に努めよう 

ラ
イ
フ
コ
ー
ス 

ア
プ
ロ
ー
チ 

・妊婦及び生まれてくる子どもの歯と口の健康を守るため、正しい知識を持ち口腔ケア 

の意識の向上を図ろう 

・歯周病による早産や低出生体重児のリスクを下げるため、妊婦歯科健診を受診しよう 

 

現状と課題 

目標達成に向けた取組 
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〇行政の取組 

・歯と口腔の健康づくりについて正しい知識の普及啓発に努めます。 

・よく噛んで食べることの大切さについて啓発します。 

・食育の視点と合わせて、食事や間食など食習慣からの支援を行います。 

・子どもの成長に合わせた歯科指導を実施します。幼児健康診査では、希望者にフッ素塗布を行

います。 

・正しい歯みがき習慣（歯ブラシの使い方、フロスや歯間ブラシの使い方等）について普及啓発し

ます。 

・年齢を重ねてもよく噛んで、おいしく食べられるように、オーラルフレイルの視点をふまえた健康

教育、健康相談等を実施します。 

・歯周病と全身の健康の深い関わりについて普及啓発し、早期の歯周病予防を推進します。 

・定期的な歯科健診の受診を進めます。 

・ライフステージに応じた歯と口の正しい健康情報を発信し、食事摂取や生活習慣に関する相談

を多職種で連携して行います。 
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１ 生活習慣の改善と定着 

  （５）社会とのつながり・こころの健康 

人々の健康は、その人を取り巻く社会環境に影響を受けることが知られています。地域の中

で、信頼し合ったり、助け合ったり、人と人とのつながりといったソーシャルキャピタルの醸成を促

すことは健康づくりにおいても有用であると考えられます。 また、こころの健康の維持・向上は、

健康づくりに取り組む上で重要であり、地域や職域など様々な場面で課題の解決につながる社

会環境の整備が重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
項目・指標 現状値 

目標値 

（令和 1２年度） 

自
己
肯
定
感 

➊中学校・高校での「いのちの

教室」の開催回数 

R６ 中学校 10校／10校 10校 

R６ 公立高校 3校／3校 ３校 

❷自分にはよいところがあると

答える子どもの割合 

R６ 小学生 
79.1% 

（県 80.1%） 
82.0％ 

R６ 中学生 
75.3% 

（県 74.0%） 
78.0％ 

❸相談できる人がいる割合 R６ 

１歳６か月児健診の

保護者  
98.1% 100% 

３歳児健診の保護者 96.6% 100% 

男
性 

20～39歳 

40～64歳 

65歳～ 

96.0% 

90.6% 

91.2% 

100% 

女
性 

20～39歳 

40～64歳 

65歳～ 

98.2% 

94.2% 

95.9% 

100% 

❹睡眠で休養が十分とれている人

の割合 

R６ 

男
性 

20～39歳 

40～64歳 

65～74歳 

75.2% 

71.5% 

75.4% 

77.6％ 

73.6％ 

77.7％ 

女
性 

20～39歳 

40～64歳 

65～74歳 

71.3% 

67.2% 

69.0% 

73.4% 

69.2% 

71.1% 

重点目標 

・人と人とがつながり、安心して自分らしく暮らす 

・相談先を知り、自分に合った相談できる場所や人がいる 

・生活の中で心身の回復につながる、睡眠や休息をとる 

 

数値目標 
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人
と
人
と
の
つ
な
が
り 

❺保健活動推進員の子育て

応援訪問の実施割合 
R６ 

保健活動推進員 

訪問割合 
72.3% 75.0％ 

❻地域行事への参加や住んで

いる地域の人との交流があ

る人の割合（Ｒ８年度調査

予定） 

 

【参考値】地域行事（趣味の集ま 

り、ボランティア）に参加してい 

る人の割合 

Ｒ６ 

男
性 

20～39歳 

40～64歳 

65歳以上 

26.6% 

54.8% 

74.8% 

－ 

－ 

－ 

女
性 

20～39歳 

40～64歳 

65歳以上 

23.8% 

47.9% 

64.9% 

－ 

－ 

－ 

❼リーダー養成講座（介護予

防事業）の受講者数 
Ｒ６ 参加実人数 506人 550人 

❽週に 1回以上は外出をして

いる人の割合 
Ｒ６ 

男
性 

75歳以上 92.6% 

95.0% 
女
性 

75歳以上 92.8% 

❾普段から、家族や友人と付き

合いがある人の割合 
Ｒ６ 

男
性 

75歳以上 95.7% 

98.0％ 
女
性 

75歳以上 97.9% 

〔資料〕 

❶❺令和 6年度登米市こども家庭センター事業報告 

❷全国学力・学習状況調査結果 

❸令和 6年度登米市乳幼児健診問診票（健康管理システムより抽出） 

❸❻特定健康診査時アンケート 

❹令和 6年度特定健康診査結果（健康管理システムより抽出） 

❼令和 6年度登米市健康推進課事業報告 

❽❾令和 6年度後期高齢者質問票より抽出（健康管理システムより抽出） 

 

 

 

・ ３歳児健診の保護者が「相談できる人がいる」と答える割合は増加傾向です。今後も引き続き、

専門職による伴走型支援と合わせ、相談窓口や支援サービスの周知を行い、育児不安の軽

減や孤立した育児を予防していく必要があります。 

・ 保健活動推進員による子育て応援訪問は、令和 6 年度は増加しました。今後も、地域ぐるみ

で子育てを応援できるよう、見守りや声掛けができる体制づくりをしていく必要があります。 

・ いのちの教室は、市内全校（高校 1 校は石巻保健所登米支所で実施）で実施できており、自

分や相手を大切にすることや SOSの出し方について引き続き啓発していく必要があります。 

・ 相談できる人の割合がすべての年代で増加しています。自死率は全国、県平均と同等程度ま

で減少しましたが、働き盛り世代での自死率が高いため、企業や団体と連携した取り組みが必

要となります。 

現状と課題 
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・ 睡眠で休息が取れる人の割合は、女性で増加しているが男性で減少傾向となっています。 

・ 介護予防事業の参加者はコロナ禍に減少したが、徐々に増加しています。また、高齢者の外

出頻度や地域行事への参加も増加傾向です。今後も引き続き、地域とのつながりを持ちなが

ら生活できる体制づくりに努める必要があります。 

 

 

 

〇本人・家族・地域ができること 

世
代
共
通 

・自分から挨拶をしよう 

・困ったときには相談をしよう 

・十分な睡眠・休息をとろう 

・困っている人に気づいたら声をかけよう 

・メディアの利用時間を決め、生活リズムの乱れによる身体への負担を防ごう 

す
こ
や
か
成
長
期 

・いのちの教室を受けよう 

・自分の気持ちを伝えられるようになろう 

・自分も相手も大切にするコミュニケーションをとろう 

・困ったときは身近な大人に相談しよう 

は
つ
ら
つ
躍
動
期 

・自分の心のＳＯＳに気づこう 

・メンタルヘルスやコミュニケーションについて学ぶ講座に参加しよう 

・助け合いやボランティア活動、地域行事に参加しよう 

・相談窓口を知ろう 

・地域で世代間の交流ができる機会を設けよう 

い
き
い
き
満
足
期 

・地域の行事に参加し、地域との関わりをもとう 

・家庭や地域の中で自分の役割をみつけよう 

・趣味などの楽しみを持とう 

・近所の人と声をかけ合おう 

ラ
イ
フ
コ
ー
ス 

ア
プ
ロ
ー
チ 

・妊娠・出産におけるホルモンの変化により、心身の変化があることについて知ろう 

 

 

〇行政の取組 

・睡眠・休養の重要性を啓発します。 

・人と交流することの大切さを啓発し、交流の機会をつくります 。 

・メンタルヘルスやコミュニケーションについて学ぶ機会を設けます 。 

・乳幼児健診などを通して、親子のＳＯＳに気づき、必要に応じて専門機関につなげます。  

・身近なところで相談を受けられるよう「こころの相談」を周知し、専門家による相談を 受ける機会 

を提供します。 

目標達成に向けた取組 
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・介護予防ボランティアやリーダーを育成し、地域で活動が継続できるよう支援します。 

・広報などでサークルや地域の活動を紹介します 。 

・保健活動推進員や食生活改善推進員の活動により、地域ぐるみで健康生活を進めていけるよう 

支援します。 

・関係機関と情報共有を行い、適切な相談につながることができるよう連携を強化します。 

・地域の中で、心の健康づくりのサポーターとなる人材を育成する研修（ゲートキーパー研修等）を

実施します。 
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 ２．生活習慣病の発症予防と重症化予防 

  （１）健康診断・健康管理 

生活習慣病や悪性新生物（がん）を予防し、健康寿命の延伸を図るためには、定期的な健

（検）診を受けることで自分の健康状態を把握し、生活習慣を見直すことが必要です。子どもの

頃から望ましい生活習慣の定着を図り、循環器疾患、糖尿病といった生活習慣病等の発症予

防と重症化予防に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項目・指標 現状値 
目標値 

（令和 12年度） 

健
（検
）診
受
診 

❶特定健診を受ける人の割合 R５ 40～74歳 61.2% 63.5% 

❷特定保健指導の終了者の割合 R５ 40～74歳 16.9% 22.0% 

❸がん検診を受ける人の割合 R６ 

胃がん（35歳以上） 

肺がん（40歳以上） 

大腸がん（40 歳以上） 

子宮頸がん（20 歳以上女性） 

乳がん（30歳以上女性） 

24.9% 

64.3% 

37.0% 

31.1% 

24.9% 

 

ベースライン

値を上回る 

 

健
診
結
果 

❹精密検査を受診した人の割合 

（がん検診で要精密検査と判定された人の

うち、実際に精密検査を受けた人の割合） 

R５ 

胃がん（35歳以上） 

肺がん（40歳以上） 

大腸がん（40 歳以上） 

子宮頸がん（20 歳以上女性） 

乳がん（30歳以上女性） 

91.5% 

90.0% 

83.8% 

94.1% 

98.0% 

100% 

❺メタボリックシンドローム該当者及び

予備群の割合 
R５ 

男
性 

40～74歳 58.1% 52.3%  

女
性 

40～74歳 21.2% 19.1% 

❻受診勧奨判定値域の人の割合 R５ 
血圧  40～74歳 

血糖（HbA1c）40～74歳 

26.8% 

14.4% 

24.1% 

13.0% 

重点目標 

・生活習慣病に関する正しい知識を持つ 

・定期的に健康診断やがん検診を受け、結果を生活習慣の改善に活かす 

・必要な検査や診断を受け、疾病の予防や早期発見につなげる 

・自分に合った健康づくりの方法を見つけ、日々の生活に取り入れる 

数値目標 
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〔資料〕 

❶❷❺❻特定健診・特定保健指導法定報告結果一覧 

❸登米市検診事業受診率の推移（登米市独自） 

❹地域保健・健康増進事業報告及び検診団体各種検診総合成績表 

❼地域保健・健康増進事業報告（登米市成果報告書） 

 

 

・標準化死亡比（平成 30 年～令和 4 年）によると、本市の全死因における死亡比は男性 106.1、

女性 105.4 と、男女ともに県平均を上回っています。特に心疾患および脳血管疾患では、男女と

もに県より高い水準にあり、予防および早期発見に向けた取組の強化が急務です。 

・特定健診の受診率は、市町村国保の目標値である 60％を超えている一方で、特定保健指導の

実施率は依然として低く推移しています。今後も受診・指導の利用促進につながる体制整備や

必要性の周知を図るとともに、未受診者・未利用者への対策強化が求められます。 

・メタボリックシンドロームの該当者および予備群の割合は、男女とも県・全国平均を上回っており、

食生活・運動・禁煙・適正飲酒など生活習慣の改善に向けた取組の一層の推進が必要です。 

・令和 5年度の特定健診結果では、血圧および血糖（HbA1c）において受診勧奨判定値域に該当

する者が約 2割おり、生活習慣病のリスクを抱える層が一定数存在します。該当者の医療機関受

診率が低く、重症化予防に向けた受診勧奨と継続的な保健指導の強化が課題です。 

・がん検診受診率は、横ばいの傾向であり、早期発見、早期治療につなげるため、今後も受診勧

奨に努めていく必要があります。 

・本市の人口は年々減少していますが、65 歳以上の高齢者人口は増加傾向にあり、今後も高齢

化の進展が見込まれます。心身ともに健やかに生活するためには、バランスの良い食事、口腔機

能の維持、適度な運動習慣の定着により、心身の活力低下（フレイル）の予防が重要です。 

 

 

 

〇本人・家族・地域ができること 

世
代
共
通 

・自分のライフスタイルにあった健康づくりに取り組もう 

・毎日の生活リズムを整え、規則正しい生活を心がけよう 

・地域での健康づくりに関するイベントに積極的に参加しよう 

・家族や友人と健康について話す機会をつくろう 

・健診の受診や健康づくりに取り組む時は、家族や友人、地域の人を誘いあおう 

す
こ
や
か
成
長
期 

・早寝早起きの習慣を身につけ、生活リズムを整えよう 

・食事・運動・睡眠など、健康に関する正しい知識を身につけよう 

・こころと体の健康と命の大切さについて学ぼう 

・メディアの利用時間を決め、生活リズムの乱れによる身体への負担を防ごう 

啓
発 ❼健康教育事業の回数及び参加者数 R６ 

回数 

参加者数 

208回 

4,763人 

ベースライン

値を上回る 

現状と課題 

目標達成に向けた取組 
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は
つ
ら
つ
躍
動
期 

・定期的に健康診断やがん検診を受け、結果を活かした健康づくりに取り組もう 

・忙しい日々の中でも、自分の体調に目を向け、健診や保健指導を活用して生活習慣を

見直そう 

・自覚症状がある場合や精密検査が必要になった場合は、早期に医療機関を受診し、必

要な治療を適切に受けよう 

・生活習慣を見直し、自分に合った健康づくりに取り組もう 

い
き
い
き
満
足
期 

・定期的に健康診断やがん検診を受け、結果を活かした健康づくりに取り組もう 

・かかりつけ医をもち、必要な治療を適切に受けよう 

・自分の体調と相談しながら、毎日の食事や運動、地域の活動を楽しみつつ、健康的な

暮らしを続けよう 

ラ
イ
フ
コ
ー
ス 

ア
プ
ロ
ー
チ 

・女性ホルモンの変化に伴い起こりやすい疾患（高血圧、脂質異常症、骨粗鬆症など）

について知識を深めよう 

・家族の健康も大切にしながら、自分のケアも忘れずにしよう 

 

〇行政の取組 

・子どもの頃から望ましい生活習慣が定着するよう、乳幼児健診の場面や保育施設、学校、地域と

連携・協働し、将来の生活習慣病予防に向けた啓発を行います。 

・生活習慣病の予防および早期発見・早期治療の重要性について、各種イベントや健康セミナー、

健康教室、ICTの活用等により普及啓発を行います。 

・特定健診や各種がん検診の受診率、特定保健指導の実施率の向上に努めます。 

・健診後の結果相談会や健康相談等を通じて、個人の食生活や生活習慣に応じた健康相談会を

開催し、一人ひとりのセルフケア能力の向上を支援します。 

・生活習慣病のリスクが高い未治療者等に対し、医療機関への受診勧奨や保健指導を行い、重症

化予防および合併症予防に取り組みます。 

・健診から精密検査までを一連の受診過程として推進し、住民が健診後に必要な精密検査を確実

に受診する行動の定着を図るため、普及啓発を実施します。 

・高齢期の健康づくりにおいて、住民がより健康に過ごせるよう、地域特性に応じたフレイル予防や

疾病の重症化予防等の取組を展開し、健康寿命の延伸を図ります。 

・感染症の正しい知識や情報の普及啓発に努めるとともに、予防接種の機会の確保と受けやすい

体制の整備に努めます。 
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３ 栄養・食育推進 

  （１）食を通じて育む健やかなこころと身体 

生活習慣病を予防し、生涯にわたって健やかな心身を保つには、子どもの頃から規則正 

しい生活リズムや、栄養バランスのよい食べ方を身につけることが重要です。市民一人ひとりが「食」

に関する正しい知識を学び、実際の体験を通して理解を深められるような取組を推進します。また、

日々の生活の中で取り組む非常時への備えについても健康づくりとあわせて啓発します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
項目・指標 現状値 

目標値 

（令和 12年度） 

規
則
正
し
い
食
事
リ
ズ
ム 

❶朝食を毎日食べる子どもの割合 R６ 

３歳児 

小学６年生 

中学３年生 

96.2% 

94.5% 

92.0% 

97.2% 

95.4% 

92.9% 

❷朝食を抜くことが週３回以上ある 

人の割合 
R６ 

男
性 

20～39歳 

40～64歳 

30.6% 

18.4% 

27.5% 

16.6% 

女
性 

20～39歳 

40～64歳 

22.1% 

12.4% 

19.9% 

11.2% 

❸１日３食きちんと食べる人の割合 R６ 

男
性 

75歳以上 

95.3% 96.3% 

女
性 96.4% 97.4% 

栄
養
バ
ラ
ン
ス 

❹野菜を毎食とる人の割合 R６ 
小学５年生 

中学２年生 
53.0% 55.7% 

❺主食・主菜・副菜をそろえて食べ 

る人の割合 
R６ 

男
性 

20～39歳 

40～64歳 

73.4% 

82.3% 

75.6% 

84.8% 

女
性 

20～39歳 

40～64歳 

69.6% 

89.2% 

71.7% 

91.9% 

重点目標 

・規則正しい食事のリズムを身につけ、栄養バランスのとれた食事をとる 

・ライフコースを通じて適正体重を維持する 

・食を通じて人とつながる（共食） 

・平時から非常時の食の備えについて考える 

数値目標 
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適
正
体
重 

❻子どもの肥満の割合 

 （肥満度＋20％以上） 
R６ 

３
歳
児 

男子 

女子 

2.0% 

2.8% 

1.8% 

2.5% 

小
５ 

男子 

女子 

23.5% 

13.4% 

21.2% 

12.1% 

中
２ 

男子 

女子 

17.3% 

13.5% 

15.6% 

12.2% 

❼成人の肥満の割合 

 （BMI25以上） 
R６ 

男
性 

20～39歳 

40～64歳 

41.5% 

42.1% 

39.4% 

40.0% 

女
性 

20～39歳 

40～64歳 

26.1% 

32.3% 

24.8% 

30.7% 

共
食 

➑家族一緒の食事頻度 R６ 保護者回答 87.4% 88.3% 

非
常
時
への
備
え 

❾防災（災害時の食や備蓄）に関し 

て啓発した回数・人数 
※R８年度の状況を把握 － 

〔資料〕 

❶❻３歳児：令和６年度登米市３歳児健康診査結果（健康管理システムより） 

❶小学６年生・中学３年生：令和６年度全国学力・学習状況調査結果 

❷❺❼令和６年度 登米市特定健康診査結果（健康管理システムより） 

❸令和６年度特定健診時「後期高齢者医療保険加入者の方の質問票」より  

❹➑小・中学生及び保護者：令和６年度登米の食に関する実態アンケート調査 （小学５年生・中学２年生及び保護者）  

 ※❽家族一緒の食事（毎日 1回以上） 

❻小学５年生・中学２年生：令和６年度登米市小・中学校定期健康診断統計表 

❾防災について保健師・栄養士が市民及びスタッフ間で研修した回数を計上 

 

 

・朝食の欠食率については、特に 20～39歳の若い世代が高いことから、朝食の重要性を啓発すると

ともに、この年代は子どもを持つ保護者世代でもあることから、家族ぐるみで食事リズムや食事バラ

ンス等の望ましい食習慣の重要性を普及することが必要です。 

・「主食、主菜、副菜をそろえて食べる人（成人）の割合」は７～８割に留まっていることから、主食・主

菜・副菜をそろえることで自然に栄養バランスがとれることを啓発することが必要です。 

・「野菜を毎日とる人（小学生・中学生）の割合」は増加しつつありますが、今後も適塩や野菜摂取量

の増加に向けた取り組みを継続していくことが望まれます。 

・子ども、大人ともに肥満傾向の人の割合が高くなっており、食習慣の改善とともに身体活動や運動

習慣もあわせ、適正体重を維持することができるよう多面的に働きかけていくことが大切です。 

・特定健診時の尿ナトカリ比※１（塩分と野菜摂取のバランスを表す指標）測定結果から、市民の塩分

（ナトリウム）摂取が多く、野菜（カリウム）の摂取が少ない傾向がみられていることから、継続して適

塩・野菜摂取量増加に向けた取組が求められています。 

現状と課題 

-60-



・高齢者の１日３食きちんと食べる人の割合は 90％代後半と高くなっていることから、これまでのフレ

イル予防の取組の成果と考えられます。 

・いつ訪れるか分からない災害時の食の備えについて、平時から考える機会が求められています。 

 

 

 

〇本人・家族・地域ができること 

世
代
共
通 

・1日３度の食事と規則正しい生活リズムを心がけよう 

・主食・主菜・副菜等により、栄養バランスよく食べよう 

・身近な人と健康に関することや健康に配慮した食事等について情報を交換し、健康 

の輪を広げよう 

・生活習慣病予防の観点から、適塩や野菜摂取量の増加、適切な量等についても学び

実践しよう 

・家族や仲間と食卓を囲み、楽しく食べよう 

・災害時に備え、各家庭での備蓄食やパッククッキング※２（袋調理）等について話し合

い、準備しよう 

す
こ
や
か
成
長
期 

・メディアの利用時間を決め、「はやね はやおき あさごはん」の習慣を身につけよう 

・家庭の食事や学校給食の食事バランス、旬の食材、地域食材について関心をもって 

味わっていただこう 

・適塩や野菜摂取に関する取組に積極的に参加しよう 

・栄養成分表示や食品表示の見方に関心を持とう 

は
つ
ら
つ
躍
動
期 

・メディアの利用時間について、家庭内でルールをつくろう 

・家族で「はやね はやおき あさごはん」について声をかけ合おう 

・主食・主菜・副菜をそろえ、栄養バランスのとれた食事をつくりいただこう 

・適塩や野菜摂取に関する取組に積極的に参加しよう 

・栄養成分表示や食品表示の見方を学び、食品の選択に活用しよう 

い
き
い
き
満
足
期 

・欠食せず３度の食事を心がけよう 

・主食・主菜・副菜を組み合わせ、市販の惣菜、缶詰、レトルト食品なども活用し、多 

様な食品を食べよう 

・仲間と食卓を囲み、楽しく食べる機会に積極的に参加しよう 

・栄養成分表示や食品表示の見方を学び、食品の選択に活用しよう 

ラ
イ
フ
コ
ー
ス 

ア
プ
ロ
ー
チ 

・妊娠前から、食を含めた生活リズムを整え、バランスのとれた食事や運動により、女性 

のやせ・肥満を予防し、適正体重を心がけよう 

・高齢者のフレイル※３を予防するため、低栄養にならないよう３度の食事を基本として多

様な食品を食べよう 

〇行政の取組 

・健康づくりにおいて、子どもの頃からのバランスのよい食事、規則正しい生活リズム、家族と 

楽しく食べることの重要性について、乳幼児健診等を活用し啓発します。 

・食育を支える人材を育成し、個人のヘルスリテラシー※４の向上を図るとともに地域での食育の

輪を広げます。 

項目達成に向けた取組 
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・地区組織（食生活改善推進員、保健活動推進員等）と協働して、子どもから高齢者までの食 

育に取り組みます。 

・子どもへの働きかけを通じて、保護者へ望ましい食習慣について啓発します。 

・規則正しい食事や生活習慣について、幼児施設や学校と連携し働きかけを行います。 

・地区組織、学校、企業等と連携し、適塩及び野菜摂取量増加に向けた啓発を行います。 

・特定健診会場等、人が集まる場を活用し、適塩や野菜摂取量増加、食事バランスに関する啓 

発を行います。 

・仲間や家族との共食の大切さを啓発します。 

・高齢者のフレイル（低栄養）予防に取り組みます。 

・栄養成分表示や食品表示の見方について啓発します。 

・出前講座などの機会に合わせ、各家庭の備蓄食やパッククッキング（袋調理）等について考え 

たり体験する機会を提供します。 

・骨粗しょう症予防、肥満予防、若者・女性のダイエットによるやせを予防するために、女性ホル

モンの影響も含めて高齢者のみならず幼年期からの食事や運動の必要性を啓発します。 

 

◆用語解説◆ 

   ※１ 尿ナトカリ比 

尿中に排泄されたナトリウム（塩分）とカリウムの量の比率で、食事からの塩分とカリウム

のバランスを客観的に評価する指標です。この比率が高いほど、塩分が多く、カリウム

が少ない食事である可能性を示し、高血圧や循環器疾患のリスクを高めると考えられ

ています。 

 

※２ パッククッキング 

耐熱性のあるポリ袋に食材と調味料を入れ、袋ごと鍋で湯せんして加熱する調理法です。 

災害時の調理法として注目されていますが、洗い物を減らして簡単に温かい料理を作れる 

ため、普段の食事や一人暮らし、弁当づくりなどにも活用できます。  

 

※３ フレイル 

加齢によって心身の活力（筋力、認知機能など）が低下し、病気やストレスへの抵抗

力が弱まった「健康」と「要介護状態」の間の虚弱な状態を指します。身体的、精神的、

社会的な要素が複合的に影響し、放置すると要介護状態に陥りやすくなりますが、早

期に適切な対策を講じることで、元の健康な状態に戻ることも可能です。  

 

※４ ヘルスリテラシー 

健康や医療に関する正しい情報を入手し、理解して活用する能力のこと。ヘルスリテラシーを

高めることは、病気の予防や健康寿命の延伸につながります。 
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３ 栄養・食育推進 

 （２）登米の恵みを知り、未来へつなぐ食文化 

登米市は、豊かな自然と農業資源に恵まれ、地域の食材や郷土料理が人々の暮らしとともに受

け継がれてきました。地産地消※１の取組を通じて、地域の食材に触れ、味わうことで、自然の恵み

への感謝や生産者への理解、そして地域への愛着を育みます。こうした体験により、人と人、人と

自然のつながりを深め、豊かな人間性を育む土台をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
項目・指標 現状値 

目標値 

（令和 12年度） 

食
文
化 

❶登米地域の郷土料理や行事食を家庭 

で作っている人の割合 
R6 83.9% 86.4% 

体
験
と
感
謝
の
心 

❷地域での食育の取組数・人数 R6 
71回 

2,061人 

73回 

2,100人 

❸農業についての学習や農業体験を実施

している小中学校の割合 
R6 

小学校 100% 

中学校 70% 

小学生 100% 

中学生 80% 

❹「いただきます」の意味※３を知っている 

人の割合 
R6 96.8% 97.8% 

地
域
食
材 

❺学校給食で地場産品の使用率 

 （食品数ベース） 
R6 49.5％ 55.0% 

❻登米市地産地消推進店の数 R6 116店舗 125店舗 

〔資料〕 

❶❹小・中学生：令和６年度登米の食に関するアンケート調査結果（小学５年生、中学２年生） 

❷食育の取組集計（健康推進課まとめ）「小・中学校（すこやかキッズ、ナトカリ結果報告会、いのちの教室等）学童クラ 

 ブ、子育て支援センター、幼稚園等） 

❸登米市教育委員会活き生き学校支援室より 

❺第2次登米市農業振興ビジョン 観光物産戦略課より 

❻第2次登米市農業振興ビジョン 観光物産戦略課より 

重点目標 

・地域の食文化を生活の中に取り入れる 

 ・食や農業に関わる体験により、食に対する感謝の心を育む 

 ・地域食材への理解や愛着を育む 

数値目標 
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・令和６年度の調査から、郷土料理、地域の行事食を家庭で作っている人の割合が増加しつつあり、

今後も地域の食育のサポーターでもある食生活改善推進員協議会と連携し啓発を図ることが必要

です。 

・令和６年度の調査から「いただきます」の意味を知っている人の割合は５年前に比べ増加しつつあ

ります。今後は「いただきます」の感謝の意に加え、食品ロス※４について「もったいない」を考えるき

っかけとなるよう啓発が重要です。 

・小学校の生活科や総合学習で稲作や野菜栽培の学習が行われ、中学校では、技術・家庭科（技

術分野）の生物育成の学習で栽培活動が行われる等、食と農の取組が重要視されています。 

・学校給食における地場食材の利用は、気候変動等の理由により食材調達が難しい状況となってい

ますが、将来を担う子どもたちに安全で安心な食材を提供し、農業や地域食材への理解を深める

ため、今後も関係団体等と連携し取り組んでいくことが必要です。 

 

 

 

〇本人・家族・地域ができること 

世
代
共
通 

・登米地域の郷土料理や行事食に関心を持ち、家族で作って食べよう 

・「いただきます」の意味について家族で伝えあい、感謝の気持ちを込めて「いただきま

す」をしよう 

・食品ロスを減らすために家庭での買い物、保存、調理等の工夫をしよう 

・地域食材や食材の旬に関心を持とう 

・野菜レシピを活用し、おいしく地域食材を食べよう 

・家庭菜園やプランターで野菜の栽培を家族で楽しもう 

・食育を進める「５つのて※５」の体験をしよう 

す
こ
や
か
成
長
期 

・食事づくりや食材の買い出しなど身近な食体験をしよう 

・家庭菜園やプランターでの野菜の栽培に親子で取り組もう 

・親子で産直や道の駅などの地域食材に関心を持とう 

・地域の郷土料理や行事食に関心を持とう 

は
つ
ら
つ
躍
動
期 

・家庭菜園やプランターでの野菜の栽培に親子で取り組もう 

・産直や道の駅などの地域食材を活用しよう 

・食や農業に関するイベントに積極的に参加しよう 

・地域の郷土料理や行事食を作ろう 

い
き
い
き
満
足
期 

・家庭菜園の野菜の育ちについて家庭で話題にし、栽培や収穫を家族と共有しよう 

・産直や道の駅などの地域食材を活用しよう 

・地域の郷土料理や行事食を若い世代につなごう 

現状と課題 

項目達成に向けた取組 
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〇行政の取組 

・地域・学校・団体・企業等と協働し、「食」と「農」のつながりを意識した食育活動を推進します。 

・次世代へつなげる「豊かな食」を推進する「５つのて （見て・ふれて・うごいて・食べて・学んで」） 

を活かし、体験を取り入れた学びの大切さについて推進します。 

・様々な機会をとらえ、「いただきます」の意味や食への感謝を考える機会を提供し、あわせて、 

家庭での食品ロスを減らす意識づけになるよう推進します。 

・地域の野菜を手軽においしくとれるよう食生活改善推進員協議会等の団体や企業と連携し、野

菜を活用したレシピを作成し、産直や道の駅とともに PR します。 

 

◆用語解説◆ 

※１ 地産地消 

「地域で生産されたものを、その地域で消費する」ことです。地元の農林産物や加工品を、地元で

買う・食べる・使う取り組み全般を指します。これにより、食料自給率の向上、地域経済の活性化、

新鮮で安全な食材の利用、環境負荷の軽減などが期待できます。  

 

※２ 「いただきます」の意味 

自然の恵みへの感謝、米や野菜などを作った人、食材を運んでくれた人、料理してくれた人等へ

の感謝の気持ち、さらに、牛、豚、野菜など多くの命をいただいて自分の命にかえさせていただい

ているという感謝の気持ちを込めた言葉です。 

 

※３ 地産地消推進店 

市で定める一定の基準を満たし、地産地消に積極的に取り組んでいる登米市内及び県内の物販 

店・飲食店・加工業者を登米市が認定したものです。 

 

※４ 食品ロス 

本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。食べ残しや、買いすぎた食品、規格外品、

期限切れなどが原因で発生し、「事業系食品ロス」と「家庭系食品ロス」に分けられます。食品ロス

は「もったいない」という問題だけでなく、廃棄にかかる費用や、焼却による二酸化炭素の排出増

加といった環境問題にもつながります。  

 

※５ 次世代へつなげる「豊かな食」を推進する 「５つのて」 

子どもから高齢者までお互いに関わり合いながら、「見て」「ふれて」「うごいて」「食べて」「学んで」

という５つの体験（５つのて）を通じて、食の大切さを体感し、実践することで、食を身近に感じなが

ら、心と身体の健康を育みます。 
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次世代へつなげる「豊かな食」を推進する「５つのて」 

子どもから高齢者までお互いに関わり合いながら、「見て」「ふれて」「うごいて」「食べて」「学

んで」という５つの体験（５つのて）を通じて、食の大切さを体感し、実践することで、食を身近に

感じながら、心と身体の健康を育みます。 

見て 

食材の色や形、育ちの様子、調理の過程などを目で見て観察することで、

食への興味や関心を育てます。視覚を通じて、食の多様性や美しさを感じ

ます。 

ふれて 

実際に食材に触れることで、質感や温度、重さなどを体感し、食との距離を

縮めます。調理や収穫を体験することで、地域食材への親しみや感謝の気

持ちが芽生えます。 

うごいて 

野菜の育ちに関わる体験により地域食材や農業への関心、食への感謝の

心を育てます。また、体を動かすことで、食と健康のつながりを体感します。 

食べて 

実際に食べることで、味覚を育て、食の楽しさやありがたさを感じます。家族

や仲間との食事を通じて、栄養の大切さや食文化への理解、人との関わり

を深め、心と体の成長につなげます。 

学んで 

食材の栄養やバランスのよい食事、環境との関係などを学ぶことで、食に対

する知識と意識を高めます。知識を得ることで、よりよい食の選択や持続可

能な食生活を考える力が育まれます。 
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元気とめ食育２１計画（第5期）評価指標と目標値

重点目標 項目・指標 目標値（R12）

❶休日に１日60分以上運動や体を動かす遊
びをする子どもの割合

50.0% 以上

20～39歳 35.2% 38.4%

40～64歳 35.6% 42.7%

20～39歳 16.3% 19.5%

40～64歳 25.1% 32.2%

男
性

75歳以上 52.2% 54.8%

女
性

75歳以上 48.5% 50.9%

男
性

75歳以上 16.9% 15.0%

女
性

75歳以上 18.2% 16.0%

❺骨粗しょう症検診受診率 R6 23.4% 30.0%

20～39歳 10.0% 9.0%

40～64歳 29.4% 26.5%

65歳～ 37.3% 33.6%

全年齢 33.2% 29.8%

20～39歳 5.9% 5.3%

40～64歳 10.0% 9.0%

65歳～ 4.7% 4.5%

全年齢 6.1% 6.0%

20～39歳 16.3% 14.7%

40～64歳 29.9% 26.9%

65歳～  20.4% 18.1%

全年齢 22.4% 20.2%

20～39歳 32.6% 29.3%

40～64歳 33.9% 30.5%

65歳～ 21.6% 19.4%

全年齢 26.9% 24.2%

❸妊娠中にお酒を飲んでいる人の割合 R6 1.1% 0 %

20～39歳 23.9% 19.1%

40～64歳 40.8% 36.7 ％

20～39歳 11.0% 8.8%

40～64歳 12.8% 10.2%

❷妊婦の喫煙の割合 R6 2.8% 0.0%

❸COPDの死亡率（人口10万対） R6 10.8 10.0

取り組み
項目

身
体
活
動
・
運
動

・適切な飲酒量とアルコールについての影
響を知り、アルコールに関連した健康障害
を予防する

・妊娠中に飲酒をしない

❶たばこを習慣的に吸っている人の割合

ア
ル
コ
ー

ル

た
ば
こ

R6

現状値

30， 35， 40， 45，
50，55，60，65，70
歳の女性

・運動の効果を知り、積極的に体を動かす
習慣を身につける

・自分の体の状態を知り、自分に合った運
動習慣を身につける

※R8年度から調査予定

❷１日30分以上軽く汗をかく運動を週２日
以上、１年以上実施している人の割合

R6

男
性

女
性

❸ ウォーキングなどの運動を週１回以上し
ている人の割合

R6

❹転倒した人の割合 R6

男
性

❶お酒を毎日飲んでいる人の割合 R6

男
性

女
性

R6

女
性

❷生活習慣病のリスクを高める量※を飲酒
している人の割合

※飲酒日の１日当たりの平均純アルコール
摂取量が男性40ｇ（日本酒２合弱）以上、
女性20ｇ（日本酒１合弱）以上

・たばこについての正しい知識を持ち、疾
病を予防する

・望まない受動喫煙をさける

・妊娠中に喫煙しない

・禁煙にチャレンジする

妊婦

男
性

女
性
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87.5% 92.5%

58.8% 63.8%

65.0% 70.0%

❷妊婦歯科健診を受ける割合 R6 42.9% 50.0%

15.5% 18.5%

13.0% 16.0%

14.4% 17.4%

17.3% 20.3%

❹何でもかんで食べることができる人の割
合

R6 71.8% 75.0%

❺半年前に比べて固いものが食べにくい人
の割合

R6 30.8% 28.3%

❻定期的に通っている歯科医院（かかりつ
け歯科医院）がある割合

R6 10校／10校 10校

R6 3校／3校 ３校

R6
79.1%

（県80.1%）
82.0%

R6
75.3%

（県74.0%）
78.0%

98.1% 100%

96.6% 100%

20～39歳 96.0%

40～64歳 90.6%

65歳～ 91.2%

20～39歳 98.2%

40～64歳 94.2%

65歳～ 95.9%

20～39歳 75.2% 77.6%

40～64歳 71.5% 73.6%

65～74歳 75.4% 77.7%

20～39歳 71.3% 73.4%

40～64歳 67.2% 69.2%

65～74歳 69.0% 71.1%

❺保健活動推進員の子育て応援訪問の実施
割合

R6 72.3% 75.0%

20～39歳 26.6 % ―

40～64歳 54.8% ―

65歳以上 74.8% ―

20～39歳 23.8% ―

40～64歳 47.9% ―

65歳以上 64.9% ―

❼リーダー養成講座（介護予防事業）の受
講者数

R6 506人 550人

男
性

75歳以上 92.6%

女
性

75歳以上 92.8%

男
性

75歳以上 95.7%

女
性

75歳以上 97.9%

R6

歯
と
口
の
健
康

❽週に1回以上は外出をしている人の割合 R6

※R8年度から調査

R6

❶むし歯のない子どもの割合 R6

❸歯周病検診を受ける割合 

妊婦

40～74歳

❸相談できる人がいる割合

１歳６か月児健診の
保護者

３歳児健診の保護者

男
性

女
性

➊中学校・高校での「いのちの教室」の開
催回数 

中学校

❷自分にはよいところがあると答える子ど
もの割合

公立高校

小学生

中学生

・歯、口腔の健康に関する正しい知識を習
得し、口腔機能の維持・向上を目指す

・かかりつけ医をもち、定期的な歯科健診
を受ける

3歳児

小学6年生

中学3年生

40歳

50歳

60歳

70歳

❻地域行事への参加や住んでいる地域の人
との交流がある人の割合（R８年度調査予
定）

【参考値】地域行事（趣味の集まり、ボラ
ンティア）に参加している人の割合

R6

男
性

女
性

参加実人数

保健活動推進員訪問
割合

❹睡眠で休養が十分とれている人の割合

社
会
と
の
つ
な
が
り
・
こ
こ
ろ
の
健
康

・人と人とがつながり、安心して自分らし
く暮らす

・相談先を知り、自分に合った相談できる
場所や人がいる

・生活の中で心身の回復につながる、睡眠
や休息をとる

❾普段から、家族や友人と付き合いがある
人の割合

R6 98.0%

100%

75歳以上

95.0%

100%

R6

男
性

女
性
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❶特定健診を受ける人の割合 R5 61.2% 63.5％ 

❷特定保健指導の終了者の割合 R5 16.9% 22.0 ％

24.9%

64.3%

37.0%

31.1%

24.9%

91.5%

90.0%

83.8%

94.1%

98.0%

男
性

40～74歳 58.1% 52.3%

女
性

40～74歳 21.2% 19.1%

26.8% 24.1%

14.4% 13.0%

208回

4,763人

健
康
診
断
・
健
康
管
理

・生活習慣病に関する正しい知識を持つ

・定期的に健康診断やがん検診を受け、結
果を生活習慣の改善に活かす

・必要な検査や診断を受け、疾病の予防や
早期発見につなげる

・自分に合った健康づくりの方法を見つ
け、日々の生活に取り入れる

❻受診勧奨判定値域の人の割合 R5

血圧（40～74歳）

血糖（HbA1c）
（40～74歳）

40～74歳

40～74歳

❸がん検診を受ける人の割合 R6

胃がん（35歳以上）

肺がん（40歳以上）

大腸がん
（40歳以上）

子宮頸がん
（20歳以上女性）

乳がん
（30歳以上女性）

胃がん（35歳以上）

肺がん（40歳以上）

大腸がん
（40歳以上）

子宮頸がん
（20歳以上女性）

乳がん
（30歳以上女性）

❹精密検査を受診した人の割合
（がん検診で要精密検査と判定された人の
うち、実際に精密検査を受けた人の割合）

R5

❼健康教育事業の回数及び参加者数

❺メタボリックシンドローム該当者及び予
備群の割合

ベースライン
値を上回る

ベースライン
値を上回る

R6

回数

参加者数

R5

100%
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96.2% 97.2%

94.5% 95.4%

92.0% 92.9%

20～39歳 30.6% 27.5%

40～64歳 18.4% 16.6%

20～39歳 22.1% 19.9%

40～64歳 12.4% 11.2%

男
性

95.3% 96.3%

女
性

96.4% 97.4%

❹野菜を毎食とる人の割合 R6 53.0% 55.7%

20～39歳 73.4% 75.6%

40～64歳 82.3% 84.8%

20～39歳 69.6% 71.7%

40～64歳 89.2% 91.9%

男
子

2.0% 1.8%

女
子

2.8% 2.5%

男
子

23.5% 21.2%

女
子

13.4% 12.1%

男
子

17.3% 15.6%

女
子

13.5% 12.2%

20～39歳 41.5% 39.4%

40～64歳 42.1% 40.0%

20～39歳 26.1% 24.8%

40～64歳 32.3% 30.7%

➑家族一緒の食事頻度 R6 87.4% 88.3%

❾防災（災害時の食や備蓄）に関し
て啓発した回数・人数

―

❶登米地域の郷土料理や行事食を家庭で
作っている人の割合

R6 83.9% 86.4%

❷地域での食育の取組数・人数 R6
71回

2,061人
73回

2,100人

小学校100％ 小学校100％

中学校70％ 中学校80％

❹「いただきます」の意味を知っている人
の割合

R6 96.8% 97.8%

❺学校給食で地場産品の使用率
　（食品数ベース）

R6 49.5% 55.0%

❻登米市地産地消推進店の数 R6 116店舗 125店舗

❷朝食を抜くことが週３回以上ある人の割
合

❺主食・主菜・副菜をそろえて食べる人の
割合

❻子どもの肥満の割合
　（肥満度＋20％以上）

❼成人の肥満の割合
　（BMI25以上）

食
を
通
じ
て
育
む
健
や
か
な
こ
こ
ろ
と
身
体

❶朝食を毎日食べる子どもの割合 R6

登
米
の
恵
み
を
知
り

、
未
来
へ
つ
な
ぐ
食

文
化

R6

・規則正しい食事のリズムを身につけ、栄
養バランスのとれた食事をとる

・ライフコースを通じて適正体重を維持す
る

・食を通じて、人とつながる（共食）

・平時から非常時の食の備えについて考え
る

男
性

３歳児

※R8年度より把握

小学６年生

中学３年生

男
性

女
性

・地域の食文化を生活の中に取り入れる

・食や農業に関わる体験により、食に対す
る感謝の心を育む

・地域食材への理解や愛着を育む

❸１日３食きちんと食べる人の割合 R6 75歳以上

小学５年生
中学２年生

R6

男
性

R6

女
性

保護者回答

❸農業についての学習や農業体験を実施し
ている小中学校の割合

女
性

R6

３
歳
児

小
５

中
２

R6
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計画の推進体制 

  元気とめ！食育 21計画を推進し、市民の健康課題の改善・解決をするために、多様な関係機関と

ともに取り組んでいくことが重要です。本市においては、行政機関だけでなく、医療機関や保育・教

育機関、職域、民間団体などへの情報発信を行い、相互理解を図りながら実効性のある取り組みを

実施していけるよう体制を構築します。 

 

 

 

 

連携・協働主体 期待する役割 相互理解のために 

地域関係団体 

（行政区長、民生委

員、食生活推進員、保

健活動推進員、公民

館、スポーツクラブな

ど） 

 

住民のより身近な団体として、地

域の状況やニーズについて情報

共有します。また、地域ぐるみで

健康づくりにともに取り組んでい

きます。 

情報共有する機会を設け、

お互いに顔の見える関係づ

くりを継続します。 

医療機関・関係団体 

（医療機関、医師会、

歯科医師会、薬剤師

会、栄養士会、歯科衛

生士会など） 

 

それぞれの専門性を活かして、

健康づくりに関する普及啓発や

相談対応を行います。 

対話を通して相互理解を図

り、取組に関する合意形成

を行います。 

保育・教育機関 

（保育園、こども園、幼

稚園、小中学校、高等

学校、児童館、児童ク

ラブ、子育て支援セン

ター、PTA等） 

子どもの健やかな心とからだづく

りを共に推進します。そのため、

基本的な生活習慣を身につけら

れるように、保護者を含めた健康

づくり、食育の取組を推進しま

す。 

個別支援を通した連携をは

じめ、集団に対する取組に

関しても互いのニーズを理

解しながら子どもたちの健

やかな成長を支援します。 

職域・民間事業者 

（事業所、商工会、青

年会議所など） 

従業員への健康づくりを支援す

ることで、働き盛り世代への健康

づくりの取組を支援します。 

はつらつ躍動期世代の健

康づくりに必要な情報提供

を行うとともに、健康経営を

推進していけるような取組を

共に考えます。 

研究機関 

（大学・大学院・東北メ

ディカルメガバンク機

構等） 

 

研究機関として、専門的・先進的

な知見から助言を行います。 

健康課題を共有し、課題解

決のための継続的な情報交

換を行います。 

連携・協働体制と相互理解 
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県 健康課題の解決のために、より

専門的・広域的な情報提供や技

術的な支援を含めた連携・協働

した取組を行います。 

連携・協働に向けて、こまめ

な情報交換を行い、健康課

題解決のためにともに取り

組みます。 

庁内関係部署 登米市の健康課題の解決のた

めに、各課の特色を活かし、暮ら

しやすい環境づくりや地域のつ

ながりを支え、市民の健康づくり

を推進します。 

連携・協働に向けて、情報

共有を行い、各課の特色や

事業の目的を尊重しなが

ら、円滑な体制の構築に努

めます。 

 

 

連携・協働体制と相互理解 

 

登米市の健康増進・食育の推進を図るため、登米市健康増進・食育推進協議会を設置し

ています。 

本会議は、健康の増進または食育の推進に関係する団体や関係行政機関の職員等によ

り構成され、健康の増進や食育の推進に関する重要な事項について審議し、元気とめ食育

21計画の作成、施策の実施を推進していきます。 

また、本会議には検討委員会を設置し、具体的な事項に関する調査、検討に加え、健康

づくりや食育に関する普及啓発や、本計画の実施について共に取り組みます。 

 

 

健康増進・食育推進会議 
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○登米市健康増進・食育推進会議条例 

平成19年３月８日 

条例第５号 

（設置） 

第１条 市民の健康の増進及び食育の推進を図るため、登米市健康増進・食育推進会議

（以下「推進会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 登米市健康増進計画（健康増進法（平成14年法律第103号）第８条第２項に規定する

市町村健康増進計画をいう。）及び登米市食育推進計画（食育基本法（平成17年法律

第63号）第18条第１項に規定する市町村食育推進計画をいう。）を作成し、その実施を

推進すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、健康の増進及び食育の推進に関する重要事項について

審議し、健康の増進及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員14人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命（以下「委嘱等」という。）する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 健康の増進又は食育の推進に関係する団体の役員又は職員 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱等の日から当該委嘱等の日の属する年度の翌年度の末日まで

とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 
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４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴

き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、市民生活部において処理する。 

（その他） 

第８条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会

議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年７月３日条例第23号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年８月１日から施行する。 

（登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年登米

市条例第48号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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№ 氏　名 所　　属 役　職 選任区分

1 寳澤　 篤
東北大学
東北メディカル・メガバンク機構

教授
条例第３条２項１号

（学識経験者）

2 髙橋　雄大 登米市医師会 副会長
条例第３条２項２号

（関係団体）

3 布施　孝尚 登米市歯科医師会 会長
条例第３条２項２号

（関係団体）

4 千葉　節子 保健活動推進員 代表
条例第３条２項２号

（関係団体）

5 佐藤　律子 食生活改善推進員協議会 会長
条例第３条２項２号

（関係団体）

6 後藤　碧 登米栄養士会 会長
条例第３条２項２号

（関係団体）

7 佐野　京子
登米地方保育所協議会　代表
佐沼保育園

園長
条例第３条２項２号

（関係団体）

8 石川　悟 登米市ＰＴＡ連合会 会長
条例第３条２項２号

（関係団体）

9 関 　壮一 登米市スポーツ推進委員会 会長
条例第３条２項２号

（関係団体）

10 佐々木　啓 登米市民生委員児童委員協議会 会長
条例第３条２項２号

（関係団体）

11 佐藤　光弘 みやぎ登米農業協同組合 総務部長
条例第３条２項２号

（関係団体）

12 佐藤　友昭 登米市学校保健会 副会長
条例第３条２項３号
（関係行政機関）

13 上野　達之 東部保健福祉事務所
保健医療監兼
石巻保健所長

条例第３条２項３号
（関係行政機関）

14 高橋　利恵
登米市教育委員会
活き生き学校支援室

室長
条例第３条２項３号
（関係行政機関）

登米市健康増進・食育推進会議委員名簿 任期　令和9年3月31日まで
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登米市健康増進・食育推進会議検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 登米市健康増進・食育推進会議条例（平成19年登米市条例第５号。以下「条例」と

いう。）第１条に規定する登米市健康増進・食育推進会議（以下「推進会議」という。）の所

掌事務について、幅広い視点から調査及び検討を行い、推進会議の討議に資するため、

登米市健康増進・食育推進会議検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 条例第２条第１号に規定する登米市健康増進計画及び登米市食育推進計画（以下

「元気とめ食育21計画」という。）の作成に係る具体的事項の調査、分析及び検討に関

すること。 

(2) 健康の増進及び食育の推進の普及啓発に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、元気とめ食育21計画の実施の推進のために必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる者又は機関等から推薦された者のうちから、市長が委嘱又は任命

（以下「委嘱等」という。）する。  

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、健康の増進又は食育の推進に

関する識見を有する者を委員として委嘱等をすることができる。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱等の日から当該年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた

場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

（謝金） 

第７条 委員会の委員（市の職員等を除く。）には、予算の範囲内で謝金を支給するものとす

る。 
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（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、市民生活部健康推進課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 

附 則 

この告示は、令和７年８月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

登米市保健活動推進員 

登米市食生活改善推進員 

登米市地産地消推進店代表 

みやぎ登米農業協同組合 

宮城県歯科衛生士会登米支部 

登米市社会福祉協議会 

総合型地域スポーツクラブ 

登米市学校保健会養護教諭部会 

宮城県東部保健福祉事務所 

登米市産業経済部観光物産戦略課 

登米市教育部活き生き学校支援室 

登米市こども家庭センター 

 

-79-



氏　名 所　　属 役　職

1 工藤　郁子 登米市保健活動推進員 代　表

2 鈴木　ひで子 登米市食生活改善推進員 副会長

3 山崎　準一郎
登米市地産地消推進店代表
（道の駅米山　ふる里センターＹ・Ｙ）

駅　長

4 小野寺　昌彦 みやぎ登米農業協同組合 課長補佐

5 国本　まり子 宮城県歯科衛生士会登米支部 支部長

6 猪股　理沙 登米市社会福祉協議会
生活支援

コーディネーター

7 亀井　あゆみ　
総合型地域スポーツクラブ
（スポーツクラブみなみかた）

クラブ
マネジャー

8 門田　浩代 登米市学校保健会養護教諭部会 部会長

9 田村　裕子 宮城県東部保健福祉事務所 班　長

10 堀田　一真 登米市教育委員会活き生き学校支援室 指導主事

11 庄司　美香 登米市産業経済部観光物産戦略課 係　長

12 阿部　優希 登米市こども家庭センター 保健師

登米市健康増進・食育推進会議検討委員会　名簿
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